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外国人労働者問題の再来

―一 在日外国人 :定住外国人と 一般外国人 一―

I は じ め に

一―在日韓国・朝鮮人形成史小考

〔1945年 まで〕一―

11)事例的考察

林えいだい著『消された朝鮮人強制連行の

記録J(明石書店,1989年 )は,い う
1.。

日本人ほど,過去においてみずから犯 した過ち

に対 して忘れやすい民族はない。過去に目をつむ

り,あ えてそれをおおいか くそうとする日本政府

の意図は,ど こにあるのか。

林著 F消 された朝鮮人強制連行の記録Jは,そ

の副題に
~関

釜連絡船と火床の坑夫たち |と 付 し,

戦前 。戦H寺 中, 日本に強制連行され, 日本各地の

鉱業所 (炭坑)に奴隷的労働力として投入された

朝鮮人坑夫たちの生活記録をあつめ,公刊 したも

のである。

朝鮮人強市1連行の歴史は,ま さに日本人の歴史

である。それはもちろん, 日本の値民地政策のひ

とつの歴史のなかに位置づけて, とらえるべきも

のである。

林薯同書は,当事者たち 〔日本人もあ、くむ〕の

証言記録を, 1聞 きとり調査Jに よって編集 して

いる。そのなかか ら,第 15章「妻たちにとっての

強制連Fi3)趙 金順 |の 発言を聞こう。
~こ

の声聞こえるか (l19 金順,19161大 正

5;年生れ)J。

――まず趙は,当時日本の東京に住んでいたお

じから,関東大震災時の朝鮮人虐殺を聞かされた

ことを語 る。16歳で結婚,長男が生れて 2つ に

なったとき,夫は日本の内地に強制徴用される

11940(昭 和15)年 12月 3□ :。 2年間の約束で

+
口

徴用された。そのとき趙は,妊娠 していた 2番 目

の子供を堕胎 しようと試みるがうまくいかず,次

男として生むっ

3年経っても夫は帰るようすがないっ1943(昭

和18)年 4月 ,趙は,夫のいる日炭遠賀鉱業所に

いき,一家の同居がはじまる。

趙 金順はいうG I坑 内の事故多かったね。事

故で死ぬのはみんな朝鮮人の人よJ。 「朝鮮人は

差別されたよね_3

趙一家は,一度炭鉱から逃亡をはかるが失敗 し,

夫は「労務_か ら死ぬほどの制裁をうける.

趙はいうこ「主人を IJい た, 2人 の労務係だけ

はいまでも殺 したいね。主人を叩いたと Llじ くら

い叩いて,朝鮮人を徴用 してきて働かせたえ らい

人 も,み んな殺 したい, うちの気 もちわかるか

ね ?」

趙 家は,1945(昭 和20)年 6月 のある日,着
の身着のままで再逃亡をはかり成功する.‐ ul年 8

月15日 , 日本敗戦,船賃が工面できず,趙一家は

祖国に帰れず, 日本に居のこる.

再逃亡のさい,炭鉱がわにそれまで預けていた

貯金通帳,そ の月の賃金はどこにも請求できず じ

まいとなったc退職金 ももらえない。

趙はいう。 1日 本の国のために強制連行され ,

生命 も体もつぶされて, 一生を台なしにされた人

はどうなるのかね ?

つぎは,戦後の話であるc

あるとき近所の家に強盗が111し いった。その強

盗は,趙の家の台所から盗んだ包丁を犯行に使っ

たことから,趙の夫は犯人あつかいされた.そ の

理由は朝鮮人だから, ということであったc

趙はいう. 自分が本当に人の物を盗んだり悪
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いことしたら,罰をうけて刑務所いきもしかたな

いけれど,朝鮮人 ということだけで日本人は虐め

てか らにJ。

長男の就職。長男が小倉工業高校電気科に合格

し,趙 ―家には日本にきてはじめての春がきたよ

うであった。同校電気科の卒業生は,当時不況に

もかかわらず,就職は思いどおりのところに入社

できていた。 しか し長男は,大手電気会社 6社を

うけたが,韓国人ということでどこも採用されな

かった。 司級生はみな採用されたなかで,趙の長

男だけは合格 しない。家族がいっしょに泣いた。

趙はいう。「同じ人間として生れ,ど うして日

本の会社はうちの長男だけ韓国人というて就職さ

せんのかね。あの子の成績が悪かったらしかたな

いけど,学校でもよくできたから国惜 しいのよ。

なぜ,長男が韓国人いうて会社は差別するのかね。

どうして韓国人にだけ仕事をさせんのかね。アメ

リカ人だってイギリス人だって,能力さえあれば

採用 しとるやないね |。

「長男は,腹の底から怒ってから,自分の胸を

掻きむしるのよJ。

「日本という国は,差別の固まりじゃないか二。

入学の差別。小倉の私立九州工業高校に三男が

入学 〔合格:す るが,高校がわは, 1就職なんか

学校としてはお世話できませんので,入学 しても

こまるんじゃないですか.こ のお金 〔手続納付 し

た入学金〕お返 ししますから, もって帰ってくだ

さい」といって,入学 〔合格〕を取 り消そうとし

た。それでも,な にやかやあったあと,三男はや

っと正式に同校に入学するc

趙はいう。「いままでうちたちをどれだけ差別

してきたかね。朝鮮からいやだというのにむりや

りに引っぱってきて,い まさら帰れとはなにごと

かねJ。 「戦争が終っても, うちの家族を帰さん

やったじゃないか。お前たちは自分のFlに帰れと

か,よ くもそんな無暴なことをいえたものか J。

「うちの主人は徴用で強制連行されて, 日本の

兵隊いくのと同じだったじゃないか。絶対命令で

反対 もできん, 2年 の契約満期になっても帰 して

くれん。家と財産 も売って, 自費でうちは 2人の

子をつれて日本へいった。いま日本に住んどる韓

国人の老人たちは,みんなそんな関係者ばか り

よ二。

指紋押捺はいやよ。「うちは 1代めの 1世,息

子は 2世 ,孫 は 3世やろ。 3代めの 3世の韓国人

が,な して指紋押さんといけんのかね。 うちは

とっても心が爆発するほど腹が立つんよЭ孫は 3

代,結婚すると 4代が生れる。その子まで押すと

はバカな話 したいねJ。

「むりに押させる日本政府のやりかたが頭にく

るよ。うちが指紋押さんちいうて,殺すなら殺 し

なさいJ。 「兄弟はまだ生きとるし,指紋押捺を

せんと韓国へ帰れんごとなる.昔の聞いた踏み絵

ちあろうが,あ れとまったく同 じやないか |。

「“差別のない明るい街づ くり"の ポスターが貼

っとろうが, こんなしらじらしいもの, よくもつ

くったもんたい。日本の役所は,い っとることと,

しとることが全然正反対なんよ。うちたちが徴用

で強制連行された事実は, この世か ら消せないん

よ。これだけわねJ。

――趙 金順 (女性)の , このすさまじい口調

にたじろがない日本人がいようか。同胞 〔在日韓

国 。朝鮮人〕にとって,趙の発言は,か くべつ珍

しいものでも驚 くべきものでもない。在日韓国 。

朝鮮人にとっては,よ くある話のひとつにすぎな

い.日本社会につ くられ,い まもなお解消できな

い外国 〔韓国 。朝鮮〕人差別,そ の重要な諸問題

は, ほぼすべてが彼女の口で語 られている。引用

はしなかったが,趙は息子の結婚問題にもバ、れて

いた。
'そ

ういえば,筆者の住んでいる埼玉県熊谷市法

務局には「人権の共存Jと いう看板がかかげられ

ている。これに関する筆者の感想は趙と同じであ

る。

ある日本人学究は述べる。

―一日本に対 しあらゆることに非難攻撃を浴び

せる在日韓国 。朝鮮人も,天皇批判についてだけ

はかなり遠慮ぶかい。それはひとつには,天 皇非

難は, 日本人の世論を真正面から敵にし,そ の感

情を害するであろうという配慮からであろう。
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しかしなが ら,在 日韓国・朝鮮人と忌憚のない

意見の交換をしたならば,天皇憎悪のはげしさに

日本人はいまさら驚 くであろう。す くなくとも戦

前,戦時中の体験を有する55～ 56歳以上の在 日韓

国 。朝鮮人はしかりで,知識人ほどその度あいは

はげしくなる
2).

趙 金順はその 1人である。彼女の体験回顧談

は,かつて 1天 皇の名の下にJ強行されてきたこ

とを語っている。

本稿の課題は「外国人労働者問題の再来 |であ

る。趙の回顧陳述をとおして, 日本における外国

人労働者問題の源泉をしるための手がかりが与え

られるはずである。現今の日本における外国人労

働者問題の原 型 は,在 日韓国・朝鮮人形成史の

なかに,ま ちがいなく発生 していたのである。

12)文献的考察

現在, 日本社会の差別問題において重要な一論

点である「在日韓国・朝鮮人Jの存在は,そ の根

源をたどると,かつて植民地下の朝鮮か らこの目

本へ,朝鮮人を労働
~力

Jと して強制 。半強制的

に徴用,連行 してきた歴史的事実に由来する。

明治以前の韓国 。朝鮮と日本との歴史的交流関

係はひとまずおき,資本主義化の道を歩みはじめ

たこの国が,同時に帝国主義化・軍国主義化の道

をも歩んでいく過程において,韓国を植民地支西こ

下におき,朝鮮民族を日本 1臣民J化 しようとし

たとき,「 日本における外国人労働者問題Jは発

生 したЭ

日大日本帝国の「臣民 |と してかこわれた韓国

。朝鮮人は,そ の後大量にこの国に流入を余儀な

くされ, この地においてまちがいな く「外国人

〔外地人?!:労働者J問題を形成 していった。

今 日日本の「外国人労働者問題Jの原点がそこ

にある。この問題の占層がそこにある。戦前 。戦

時中 〔くわえて戦後 も〕, 日本という地において ,

この国家の同国人になっていた外地人 (朝鮮人)

の労働力=労働者としての存在は,ま さに「外国

人労働者問題Jそ のもの 〔重人な内政問題〕を意

味 していた。

在日韓国 。朝鮮人形成史。日本帝国主義の植民

地支配下,朝鮮の農村経済と農民生活がどのよう

に破壊され,そ のために朝鮮人が流浪, 日本への

渡航を余儀なくされたかを日本の朝鮮に対する植

民地支配政策にもとづき分析 しよう"。 表 1参照。

〔1〕 「土地調査事業期 |(1910-1919〔 明治43

-大正 8〕 年)。

0 朝鮮総督府は,土地調査事業の目的を ,

1地税の負担を公平にし,地籍を明らかにして ,

その所有権を保護するJこ とにあるとしたが,上

地慣行は無視され,ま た長年の封建支配にともな

う朝鮮農民の無知に乗 じ,詐欺的に上地を農民か

らうばいとった。

従来,朝鮮の国家諸機関に所属 した土地は日本

の「国有二となり,そ の面積は約 100万 町歩に達

した。さらに,土地所有 は,新 しい地主 (侵 略

者)と従来か らの地主の手中に集中した。

また,林野調査事業の結果,朝鮮の林野総面積

1,600万 町歩中,1,300万 町歩,実 に80%が 「国

有 1化 され,の こりの 1民有J林野のす くなか ら

ぬ部分 も日本人所有と化 した。

こうして,封建朝鮮農村は日本の侵略・植民地

支配下に,植民地 。半封建社会へと急激な変動を

余儀なくされた。その過程で自作農の減少,小作

人の増大が進行 し, さらに地主層は新たな賦課を

小作人に転嫁 したから,農民の経済的困窮・零落

と農村における過剰人国の増大がすすんだc

しか し, これら零落農民は工業の未発達により,

都市 。工業で雇用される数には限界があった。ま

た1910年 には,朝鮮の自生的な資本主義発展を抑

圧する「会社令Jが出されたため,一定の発展を

みた工場の資本額 ものびなか った。投下資本は

もっぱら,金融・運輸部門にむけられ,生産資本

にはさほど投 下されなかった。

以上のように,農業と工業の二大部門における

日本の侵略・支配が,農村か ら排出された大量の

零落農民を海外へ流出させる原因となったのであ

る。

在日韓国・朝鮮人形成の真因が, 日本の朝鮮侵

略と植民地支配にあることは明白である。

② つぎに,在 日韓国・朝鮮人形成の吸収要因
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表 1 韓国 。朝鮮人の日本への移住および居住状況

(資料)人 口については内務省警保局調査による。備考については, 日本の学校に在籍する朝鮮人児童生徒の教育を考える会資
料センター「なぜこんなにたくさんの朝鮮人が日本に住んでいるのだろうか』 3ページなどより転載。

(出 所)桃山学院大学人権委員会『定住外国人の人権(改訂版)』 15ペ ージ,磯村英一 。ほか 2名編『講座差別と人権 第 4巻 民
族』雄山閣,昭和60年,26ページから合成。

年 度 居住人口 増加人口 考備

1876(明 9)

1885( 18)

1895( 28)

1897( 30)

1905( 38)

1907( 40)

1908( 41)

1909( 42)

1910( 43)

1911( 44)

1912(大 1)

1913( 2)
1914( 3)
1915( 4)
1916( 5)
1917( 6)
1918(  7)

1919(  8)

1920(  9)

1921(  10)

1922(  11)

1923(  12)

1924(  13)

1925(  14)

1926(日召 1)

1927(  2)

1928(  3)

1929(  4)

1930(  5)

1931( 6)
1932(   7)

1983(  8)

1934(  9)

1985(  10)

1936(  11)

1937(  12)

1938(  13)

1939(  14)

1940(  15)

1941(  16)

1942(  17)

1943(  18)

1944(  19)

1945(  20)

1

12

303

459

459

790

2,246

2,527

3,171

3,635

3,542

3,989

5,638

14,501

22,262

28,272

30,175

35,876

59,865

80,617

120,238

133,710

148,503

175,911

243,328

276,031

298,091

318,212

390,543

466,217

537,576

625,678

690,501

735,689

799,365

961,591

1,190,444

1,469,230

1,625,054

1,882,456

1,936,843

2,365,263

11

291

156

331

1,456

281

644

464

93

447

1,649

8,863

7,761

6,019

1,901

5,693

23,989

20,752

39,621

13,472

14,793

27,408

67,417

32,703

22,060

20,121

72,331

75,674

71,359

88,102

64,823

45,188

64,179

161,726

228,853

276,786

155,824

257,402

54,387

428,420

江華条約,開港

日本の海軍絶影島侵入

目清戦争終結, 日本軍関妃虐殺

大韓帝国と国号を改める

日露戦争終結,保護条約,義兵闘争,統監府設置
ハーグ密使事件,伊藤統監高宗退位ヘ

東洋拓殖株式会社設立

伊藤博文暗殺

産米増殖計画着手

朝鮮各地で労 llllス ト

渡航調節制度廃 I卜 , 自由渡航制

関東大震災,朝鮮人 6千人以上を虐殺

各種労働団体結成

渡航制限制度実施

京城帝国大学設置

日本経済恐慌発生,米価暴落

土地改良令

世界恐慌発生

地方制度改正

祖国光復会創立                 |

」巌貢覇飢「
印申戦つ ,国民臨

炉 望J

丘

'占基
地
化
政
策
期

約
五
十
万
人
増

第
二
期

国民動員計画 ,

国民総力運動 ,

太平洋戦争

創氏改名,欧州戦争

東亜 日報廃刊

朝鮮徴用令,増税強化 ,

学徒兵制を強制

朝鮮徴兵令

敗戦

約
百
五
十
万
人
増

第
四
期

一強
制
連
行
期
」
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を, 日本資本主義発達史のなかで考えてみよう。

1914(大 正 3)年 ,第 1次世界大戦が勃発する

や, 日本資本主義は「軍需ブーム |,大戦景気に

わき,飛躍的な発展をとげた。その過程で, 日本

国内の農山漁村の次 。三男層の離農,都市 。工業

での吸収,「職工J層の大量登場現象がみられた。

このような背景のなかで, 日本国内の労働力不

足を補充 し,労働者の低賃金を維持するうえで ,

植民地朝鮮の労働力を移人することは,独 占資本

形成期の日本資本主義にとって大きな意義をもつ

ものであった。

O 日本の渡航政策では,1899(明 治32)年 7

月制定の「外国人労働者人国制限法Jに より,労
働者の移住は原員」的に認められていなかったが ,

1910(明 治43)年 の日韓併合後, この制限法は朝

鮮人に適用されないこととなった。

ところが,1919(大 正 8)年 に三 。一独立運動

がおこると,朝鮮総督府は「朝鮮人ノ旅行取締ニ

関スル件 |を発布 して,独立運動の拡大と波及を

おそれ,朝鮮内外への旅行,渡航をきびしく制限

した 〔なお,つ ぎの時期の大正11年 には渡航調節

制度は廃止され, 自由渡航制Jにかわった〕。

O 以上を要約 しよう.日本の朝鮮に対する植

民地支配により,朝鮮農村に膨大な数の過剰人口

が発生 し,そ のことが零落農民を排出する1屯接要

因となった。他方,第 1次世界大戦の軍需景気に

あおられた日本資本主義の労働力需要という吸引

要因が,前述の排出要因とかさなって,在 日韓国

。朝鮮人が形成されはじめた。

しか しなが ら,そ の吸引は渡航制限の強化,緩

和によって調節され, 日本資本にとって都合のよ

い量だけ朝鮮人労働者を
―
輸入Jし ようとするも

のであった。

〔2〕 1産米増殖計画Itl l(1920-1930〔 大正 9

-日召下日5〕 毎つ .

嘔)こ の時期の植民地経営の経済面における基

本政策は 1産米増殖計 画Jであった。1921年,総

督府は 1朝鮮産業に関する計画要項Jを作成 し,

農業分野でのその中心は「米穀の増産 とされ ,

そのため「産米増殖計画Jが立てられた。その時

第 2巻第 1号 (1991年 3月 )

代背景には,1918(大正 7)年 8月 の米騒動にみ

られるような日本の食糧問題を,植民地朝鮮にお

いて解決 しようとする宗主国日本の意図があった。

「緑の革命 Jの先駆形態ともいうべき増殖計画

によって,朝鮮における米穀生産高は一定の増産

をみたが,問題は生産高に占める輸出高 (ほ とん

どが対 日輸出)の比重が, この時期に急増 したこ

とであるc

また,産米増殖計画の主要内容をなす「水利組

合 |の設置により,水税 (水利組合費)負担と組

舎のさまざまな奸計により,零細な朝鮮人土地所

有者はその土地を安価で売 りださざるをえなくな

り, 土地の地主集中,なかんず く日本人所有化=

朝鮮人自作農の没落がいっそう進展 した。

② 当時, 日本の対朝鮮輸出入貿易の構造は,

つぎのようであった。

1919(大 正 8)年, 日本の輸出総額中,対朝鮮

輸出額は 1億8,500万 円 (88%)で あったが, こ

れは ul年の朝鮮の輸入総額中,65.3%も の比重を

占め,1928(昭 和 3)年にはその比重はさらに 11

昇 して715%に も達 して,「対日依存度Jがいっ

そ う強まると同時に,朝鮮が, 日本資本主義の

「乗1余商ギi販売市場Jと なっていたことがみてと

れる。

織物・衣類などの日用品の輸入増は,農民の自

然経済的生活の基礎である農業と家内手工業の結

合に壊滅的打撃を与え,朝鮮工業の自生的発展を

阻害 しながら農民の1増層分化を促進 した。

窮乏化 した農民は,工業部門における労働力雇

用がす くなかった状況下では,一面で農村内で過

乗1人 口として滞留 し,そ のことが小作料の引きあ

げ,封建的搾取の強化, したがって農民の貧困を

いっそうはげしいものとした。

と同時に,他方でその一部は都市に出て,「上

幕民 (掘 っ建て小屋に住む都市貧民)|と なるか ,

さらに山にはいって「火国民 (焼畑農民)Jと な

らざるをえなかった。

さらに,農村で生計の維持ができなくなった農

民は,海外へ流出することを余儀なくされた。流

出農民は「満州Jにおける植民地産業の労働力 ,



外「I人労働者問題の再来

また日本本tの低廉な労働力として組みこまれて

いったのである。

O この時期,1922(人正11)年末には,渡航

調節制度が廃止され, 自由渡航制に切 りかえられ

た。さらに1923(大 正12)年 には,大阪―済州島

航路が開設され 〔従来は下関―釜山航路〕たこと

もあって,1924(大正13)年以降の在日朝鮮人人

口は,10万人をこえるようになった。

在 日朝鮮人は 1低賃金 。長時間・過激・不潔 J

と形容される労働に従事 し,鉱山および都市工場

の下層労働社会に組みこまれ,経済的には景気の

好 。不況を調節する産業予備軍化された。それと

同時に,政治的には日本労働運動の矛先を朝鮮人

労働者対 日本人労働者の対立という,民族離間を

はかる権力の民族排外主義の醸成に利用された。

またこの時期,在日朝鮮人労働者の急増は在日

朝鮮人運動の昂揚,および日本の階級運動に重要

な地歩を占めるようになった。

当初の短期的出稼ぎは徐々に減少 し,都市周縁

の工場地帯,三L木工事場,河川沿いなどの劣悪な

土地に朝鮮人集住地域が,す こしずつ形成されは

じめ,そ れだけ長期居住化の方向にすすみはじめ

た。

〔3〕 「兵姑基地化政策期J(1931-1938〔 昭千Π

6-13〕 年)c

O この時期の貿易構造をみると,朝鮮の総輸

出入に占める対日輸出入の比率は,1931年で各々

95%,81%,1937(昭 和12)年 には84%,85%と

圧倒的部分を占めており,朝鮮の対 日依存度,対

日結合度の高さをしめしている。

1930年代,朝鮮において日本の植民地産業, と

りわけ軍需的な重化学工業の設立が増加 し,労働

者数 もそれにともなって急増 した。1939(昭和 14)

年の労働者総数は,t建労働者および他部門の労

働者をくわえて,100万人をこえていた。

しか し, このような朝鮮のI:業化は,あ くまで

中国大陸侵略のためにとられた政策であった。朝

鮮の工場 。鉱山では, 日本からの進出企業により,

朝鮮人に対する過酷な労働の強制と搾取が くわえ

られた。

② まえの時期以来の産米増殖計画は,1934

(昭和 9)年に中 ILさ れた。その原因は,産米量

の増加にともなう対 日輸出量の激増が,農業恐慌

下の日本農村に打撃を与えたためである。つまり

朝鮮における農業政策は,あ くまで日本の都合に

よるものであった。モノカルチャー化の強制 (=

産米増殖という作物の単一化)か ら, こんどは 北

羊南綿政策Jへ と転換させ られ,朝鮮農民はも、た

たび,深刻な打撃をうけたのである。朝鮮農村の

絶対的窮乏化はいっそう深まっていった。

0 日本の朝鮮に対する植民地支配の深まりと

ともに,海外へ流出を余儀なくされる朝鮮農民の

数は激増の一途をたどる。

この時期,急 1曽 した在日朝鮮人に対 して,特筆

すべきことは,1934年から「日本的同化Jを基調

とする「協和事業J(在 日朝鮮人に対する統制と

管理の強化)を実施 したことである。一方,朝鮮

では神社参拝の強制,皇民化教育の徹底 (1937

年),朝鮮語教育の全廃 と日本語の常用強制を内

容とした「朝鮮教育令」の改正 (1938年)があっ

た。

〔4〕 「強告1連行期J(1989-45〔 昭和14-20〕

年)。

_l 日中戦争の長期化,戦線の拡大にともなう

日本人青壮年の大陸戦線への大量動員は,戦時産

業に深刻な労働力不足をもたらした。朝鮮におい

ても,兵姑基地化政策の強化とともに,軍需産業

に大量の労働力が吸収された。

このような時勢下,朝鮮農村からの過剰人口・

零落農民の海外流出を待つわけにいかなくなった

日本帝国主義は,朝鮮人を日本国内の炭鉱,鉱山,

鉄道 。ダムなどの土木建設現場,造船部門などへ
,

有無をいわさず,暴力的に強衛1連行 し,強牛1労働

を強いた。

この時期,1925(大「F14)年 来の渡航制 限制

度は廃止され,1939(昭 和14)年 には「国家徴用

令」,1942(昭 lNE 17)年 には「朝鮮徴用令Jが発

せ られ,朝鮮人の日本への集国1動員=強制連行が

実施されたのである。

――強制連行の方式の 3段階。
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1939-1941年 :「募集方式J。 ……人員

確保のため強制的に集めている点で,強

制連行と内実かわらないものである。

1942-1943年 : ‐官斡旋方式J。 ……朝

鮮総督府の「鮮人内地移人斡旋要綱 |に

よるもの。朝鮮人の「隊組織による日本

移人J=強制連行が実施された。

1944-1945年 :「徴用方式J。 ……閣議

決定「朝鮮人労務者活用二関スル方策 J

(昭和19年 2月 ),同「半島人労務者ノ

第 2巻第 1号 (1991年 3月 )

移人二関スル件J(昭和19年 8月 )。 昭

和19年 9月 か らは, 一般徴用令を適用 し

て, もっとも過酷な「徴用」強制連行を

実施 した。

以上,「募集二「官斡旋 |「徴用Jと いう呼称上

のちがいがあるにしても,朝鮮人本人の意志を完

全に無視 し,暴力的強制のもとに日本に連行,過

酷な労働を強制 した点において,そ れらはひとし

く強制連行 。強制労働 というべきものである
4)。

② 1939年 から1945年 (昭和14-20年 )ま でに,

日本本土だけで66万 7,000人 あまり

が強制連行 され, サハ リン (旧 樺

太),南洋方面に労務者として強制連

行された者を くわえると72万 5,000

人,さ らに軍人・軍属として徴用さ

れた者36万 5,263人 ,優に100万 人を

こえる朝鮮人が強制連行されたので

ある。同時に,朝鮮内で動員された

数は,450万人にのぼる。

O 強制連行された朝鮮人労務者

は,炭鉱,鉱山,土木建築現場で ,

「タコ部屋」制度の監視下におかれ ,

まともな食事 も与えられずに,長時

間の死線をさまよう強制労働を強い

られた。

産業部門別の強制連行の実数をみ

ると,炭鉱では,戦争末期,朝鮮人

労働者の比重は,全体の35～ 40%に

も達 した。1939-1945年に炭鉱部門

には34万人あまりが連行され,そ の

半数は九州に, 4分 の 1は北海道に

配置された。

土木建築現場には強制連行の期間,

約17万人の朝鮮人が配置された。鉄

鋼部門では,敗戦時点で 1万 2,665

人,造船部門では1944年 時点で6,100

人, 8大造船所の労働者総数の 8%
を占めていた。

以上の叙述に関 して,図 1「朝鮮

人の強制連行先一覧二を参照 してほ

¨
皿

(出所) 朝鮮史研究会編・編集代表旗田 魏『入門朝鮮の歴史』三省堂,1986
年,201ペ ージ。

図 1 朝鮮人の強制連行先一覧
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しい。

13)関 連統計

日本の敗戦 (1945〔昭和 20〕 年 8月 )ま で,在

日韓国 。朝鮮人の生活一般は,どのような状態に

おかれていたか。このことに関連する統計資料を

いくつか参照 し,そ の実態をかいまみたい。

① 現場居住型J朝鮮人。――現場居住型とは,

労働の現場で生活するもので,ひ ろくいえば,(a

炭鉱・鉱山での「坑夫 |,(b)鉄道 。道路・港湾 。

ダムなどの「土工J,(C)紡績
「
女工Jの ように就

職先で居住するものなどが考えられる。

とくに(axb)の ばあいは,山奥や辺地にあり, 日

本人社会と相対的に孤絶 していることが一般的で

あり, しかも1939(昭 和14)年以降は,強制連行

により強制労働の現場 となったことに重要な特徴

がある。

②「都市居住型 J朝鮮人。―― たとえば,大阪

における朝鮮人の居住地域が,そ の代表格である。

在阪朝鮮人の職業を類型化すると,(鋤都市土木事

業に対応する 1上方 (土工、土木作業員)J,lb)

都市中小工業に対応する「職工 (紡績女工 もち、く

む)J,(C)そ の他,港湾荷役,工場,土木現場の

雑役,手伝いなど「目傭労働者Jに 三類型化 しう

る・ 。表 2,表 3を参照。

― 当時,在 日朝鮮人の居住分布においては,

以上の①「現場居住型Jと ②「都市居住型Jの 2

類型が特徴的である。歴史的には,後者②が先行

表 3.在 日朝鮮人の府県別分布 (第10位 まで)

1938年末 (昭和13年 ) 1943年末 (昭和18年 )

府  県 人    員 % 府  県 人    員 %

阪

京

岡

知

庫

都

口

道

川

島

海

奈

大

東

福

愛

兵

京

山

北

神

広

241,619

78,250

64,321

61,654

60,105

53,446

45,439

24,878

16,663

12,063

阪

岡

庫

□

知

京

道

都

島

川

海

　

　

奈

大

福

兵

山

愛

東

北

京

広

神

395,380

172,199

135,170

132,526

126,325

123,126

82,950

74,079

68,274

54,795

総  数 799,878 総  数 1,882,456

(注)(1)昭和13年 は労務動員のおこなわれる前年である。

l_2)昭 和19年 になると,空襲と疎開で相当に移動している

ので18年 をとった。
13)総数は全国在住人口である。
14)森 田芳夫『在日朝鮮人処遇の推移と現状』から。

(出 所)姜・金『在日韓国 :朝鮮人』53ペ ージ。

し,前者①が「強制連行J期に急増する。もう一

度,図 1「朝鮮人の強制連行先一覧」をみてみた

い。この図 1は① と②の合成分布図になる。

③経済状態。――在日朝鮮人がどのような職業

に従事してきたか,そ の就業状況をしれば,彼ら

の経済状態の基盤が推沢1で きる。まず,主に「都

市居住型J朝鮮人の就業別構成に関する諸統計を

みたあと 〔表 4～表11を参照〕,つ ぎに彼らの民

族差別的な賃金水準をみてみたい 〔表12を参照〕。

一一本節 〔Iは じめに〕の論述に関する主な参

考文献・資料を,つ ぎに列挙しておく。

◎朴 慶植『朝鮮人強制連行の記録』末来社,1965年 。

◎朝鮮人強制連行真相調査団編『朝鮮人強制連行強制

労働の記録』現代史出版会,1974年 。

◎川瀬俊治『もうひとつの現代史序説―朝鮮人労働者

と「大日本帝国J』 ブレーンセンター,1987年。

◎小沢有作編『近代民衆の記録 10 在日朝鮮人』新

人物往来社,昭和53年。

◎朴 慶植編「朝鮮問題資料叢書J:第 1巻『戦時強

制連行・労務管理政策 (I)』 ,第 2巻『同

(■ )』 ,第 3巻『在日朝鮮人の生活状態 (解

放前)』 三一書房,1982年 ,1981年 ,1982年。

表 2.強制連行された朝鮮人労働者数

年次 合 計 炭 坑 金属山 土建業
工場を含
む諸産業

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945*

1939

～45

38,700

54,944

53,492

112,007

122,237

280,304

6,000

667,684

24,279

35,431

32,099

74,576

65,208

85,953

1,000

318,546

5,042

8,069

8,988

9,483

13,660

30,507

75,749

3,379

9,898

9,540

14,848

28,280

33,382

2,000

107,327

1,546

2,865

13,100

15,089

130,462

3,000

116,062

(注)*印 は1945年 4月 より6月 まで推計,厚生省労務局。

(出 所)姜 在彦 。金 東勲 F在 日韓国・朝鮮人一歴史と展望―

労働経済社,1989年 ,43ペ ージ。



表 4.在 日朝鮮人職業別構成 (1923年 )

(出所)大阪市社会部調査課 F朝鮮人労働者問題』大正13年,21-24ページ。

オホーツク産業経営論集 第 2巻第 1写 (1991年 3月 )

業職業職

計 100 0

表 6.在阪朝鮮人職業別人口 (1928-1930年 )

(注 )大阪市社会部調査課『本市に於ける朝鮮人の生活概況』(1929年 )9-12ペ ージ、三木正一「在阪
朝鮮人についてJ(『大大阪』1929年 4月 号)39-42ページ,内務省警保局『昭和 4年 中に於ける社
会運動の状況』(1930年 )1223ページ,大阪府社会課 F大阪府社会事業年報』1931年 版,279 281

(出所)岩村登志夫『在日朝鮮人と日本労働者階級』校倉書房 1972年 163ページ。

表 8.兵庫県在留朝鮮人就業構造 (1935年末)(人
)

総 数 男 女

総   人   国

土 建 労 lll者
工 場 労 働 者

港 湾 労 働 者

家 事 使 用 人

運 輸 労 働 者

商 業 労 働 者

農 業 労 働 者

鉱 山 労 働 者

官吏その他のylJ労 者

漁 業 労 働 者

そ   の   他

(労 働 者 小計)

人

/」ヽ 作

民

そ の 他 の 就 業 者

小   学   生

学

者

農

業客

商

接

生

者

者

在

缶
ヽ

監

職

46,589

7,052

6,233

1,556

880

667

421

304

81

70

45

1.670

(18,979)

1.813

405

23

8

556

2,494

84

70

22,177

28,829

5,590

4,131

830

610

420

288

61

1,413

(15,025)

1,623

224

22

8

429

1,473

76

70

8,527

17,760

1,462

2,102

1,556

50

57

1

16

81

9

45

257

(3,954)

190

181

1

127

1,021

8

13,650

(注 )兵庫県学務部社会課『兵庫県協和関係一般資料 (協和事業資料第 1輯 )』 (1936

年)8-10ペ ージによる。

(出所)岩村『在日朝鮮人と日本労働者階級』224ペ ージ。

学       生

俸 給 生 活 者

商       業

筋 肉 労 El」 者

工      業

雑役及び 日備人夫

業
の   他

言1-

(11)福 同地方報業紹‐介事TI・ 局管内 rヨ」●人労「ll事 1青_による.

(出 所, 姜 金 F泊 :□ 呻国 朝‖人J54ペ ージ.

(人) 表 7 在阪朝鮮人工場労働者:

学       生

精 神 労 働 者

筋 肉 労 F」J者
人      夫

職      T
その他の営業者及び無職者

13
03

69 7

186
101

47
14
25

74
56 5

74
20 1

面辰
そ

農 林 水 産 業

鉱      業

製 造 工 業

金 属 機 械 器 具

化 学 工 業

紡 織 工 業

電      気

そ の 他 の 製 造 業

上   建   業

運 輸 通 信 業

沖   仲   仕

一  般  日 傭

そ の 他 の 労 働 者

旅 館 及 び料 理 業

商      業

自  由  業

そ の 他 の 有 業 者

失   業   者

業   者

100 0

777,023

9,480

94,320

208,338

(141%)
102,648

47,053

43,953

6,488

8,196

220,969

(150%)
15,754

26,982

32,830

66,084

4,751

60,430

5,116

31,630

339

692,207

1,469,230

表 7 在阪朝鮮人工場労働者数(1930年 12り 1)

音Б   F号 総 数 男 女

ガ ラスエ 業

紡 績 工 業

メリヤスエ業

金 属 工 業
ゴ ム エ 業

そ 他の

2,622

2,181

1,156

1,089

916

15,740

2.585

256

631

768

757

11,702

37

1,925

525

321

159

4,038

計 23,704 16,699 7,005

(■ , た●1+‖会課 二人阪府社会事業年報 1131年 lF.27, 281ベ
ージによる.

(■司il =｀ 1:在 り1鮮人と日本労働者階「・J165ページ.

表 9 在日朝鮮人産業職業調べ (1913年 )

業   別職

者

総

(注 )企 画院 F1943年 国民動員計画』より。

(出所)磯 村 ほか編『講座差別と人権 第 4巻 民族』29ペ ージ。

表 5.在 日朝鮮人職業別構成 (1928年 )

暇 業

｀｀
｀ ■

月
1928年 6月 1928年 12月 1929年 6月 1930年 12月

i場 労 働 者

その他の労lil者

商 上 業 者

失 業 者

学 生

缶
（

職 者

14,690

13,258

3,917

4.400

2 021

6,847

20,264

17 497

3,589

3,115

2,765

7,979

23,059

20,602

4,491

1,732

3,190

8.668

23,704

17,909

28,972

9,967

言十 45,133 55,209 64,712 80,552

人



部
日 本 人 朝 鮮 人 言十

男 女 計 男 女 言+ 男 女

総  人  口

就 業 者 (A)

工場 労 働者
(3)

金属 労働 者

皮 革労 働 者

ガラス労働者

木 材労 働者

20,832

17,750

(100)
7,483

(39 2)
2,934

(163)
1,218

(31)
232

(67)
500

19,728

4,526

(100)
2,437

(92)
223

(6 4)
155

(43)
105

(20)
48

40,56[

22,27G

(100)
9,92「

(318)
3,lF17

(138)
1 373

(34)
337

(5 5)
548

7,

7,341

(100)
4,173

141 2)

1,718

(91)
381

113 6)

6,562

1,264

(100)
1,022

(100)
102

(54)
55

(58)
59

(26)
27

14,312

8,605

(100)
5,195

(350)
1,820

(84)
436

(120)
625

(4 5)
235

28,582

25,091

(100)
11,656

(39 9)
4,652

(137)
1,599

(69)
798

(6 1,
708

26,29(

5,79(

(100:

3,45:

(9 41

32:

(61,
21(

(47)
16ι

(2 2)

7〔

54,872

30,881

(100)
15,115

(32 9)
4,977

(120)
1,809

(64)
CJ62

(52)
783

B/A 490
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表10.都市貧民層民族別就業構造 (大阪市,1938年)    表11.大都市朝鮮人労働者の就業職種
(人, %)                        (1930年 )

職 業 神 戸 東 京 京 都

砂 利 採 取

鉄 工

子 工

ゴ ム

績

服

工

紡 工

被 工

土 二 人 夫

古 物 商

イ子 商

店 貝

'中

仕

自動車運転手

牛 馬 車 引

そ の 他 運 輸

目 備 人 夫

自 由 労 働 者

暦  拾  ひ

糞 尿 汲 取

其 他 職 業

失 業 職業不明

―%

20 0

150

80

80

20
150

60
26 0

24%

30
13

22 0

68
27
12
21
14

158

18 7

40

166

20

―%
36

26 4

41
28 1

40

09
16
26

57

24
27
179

)

〈
口

100 0 100 0 100 0

(注 )神戸の計数は,神戸市社会課『神戸市在住朝鮮人の現状Jよ

り。

東京の計数は,東京府学務部社会課『在京朝鮮人労働者の現

状』より。

京都の計数は 京都市学務部社会課『市内在住朝鮮出身者に

関する調査』より。

(出所)本卜 在―『在日朝鮮人に関する綜合調査研究』新紀元社 ,

1957年 ,63ペ ージ。

表12民 族 差 別 賃 金 (人吸 1 1923年 6月 )
(」 )

(注 )大阪市社会部『本市に於ける不良住宅地区』〔社会部報告第 241号〕(1989年 )42-43ページに

よる。大阪市の都市貧民層集住地域 333箇所について調査したもの。ただし,総人口は就学年齢

未満者および在学者を除いたもの。

(出所)岩村『在日朝鮮人と日本労働者階級』280ペ ージ。

飩
0 朝  鮮  人 (b) 日   本 人 (a)ノ

ン/(b)

最  高 普  通 最  低 最  高 普  通 最  低 最  高 普  通 最  低

染 色 工 業

メ リヤスエ業

紡 績 工 業 (男 )

ガ ラ ス エ 業

仲    仕

人    夫

上    方

鉱 業

洗 濯 業

農   業(男 )

農   業(女 )

1 90

1 90

2 00

2 00

2 50

1 70

2 50

2 30

1 90

1 70

0 90

1 20

1 30

1 20

1 20

1 70

1 00

1 70

210

1 80

1 60

0 85

1 00

1 00

0 90

0 90

1 70

1 00

1 70

1 60

1 00

1 20

0 85

3 00

3 00

2 80

3 50

3 00

2 00

2 80

2 80

2 70

2 20

120

2 10

2 20

1 70

1 60

2 50

1 90

2 50

2 50

2 00

2 00

1 20

1 50

1 50

1 00

110

2 00

1 80

2 00

1 80

1 00

2 00

1 20

0 63

0 63

0 71

0 57

0 83

0 85

0 89

0 82

0 70

0 77

0 75

l1 57

0 59

071

0 75

0 68

0 53

0 68

0 84

0 90

0 80

071

0 67

0 67

0 90

0 82

0 85

0 55

0 85

0 89

1 00

0 60

071

平 均 1 85 1 54 117 2 65 2 02 1 54 0 70 0 74 0 65

(出所)大阪市社会部調査課『朝鮮人労働者問題』78-79ペ ージによる 〔に加筆〕。
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Ⅲ 敗戦後の韓国 。朝鮮人問題

(1)「昭和20年代」の経緯

1945(昭 和20)年 8月 現在, 日本本上に居住 し

ていた韓国・朝鮮人は,236万 5千人あまりに達

していた。同年, 日本の人口は,7,199万 8千人

あまりであった。当時,内地人 :日 本人:に対す

る外地人 〔韓国 。朝鮮人〕の比率は328%と なる.

昨今,外国人労働者問題がさわがれている国々

のなかで,西 ドイツでは,全人「|に 対する外国人

人口比は,1987年が76%,1988年が79%,フ ラ

ンスでのそれは1982年で678%であるЭ

敗戦当l14の 日本が,令人口比328%の 「外国人

〔韓国 。朝鮮人:_を包 していた事実 (中国人は

お、くまず)は,重視されねばならない。

1945年 8月 に200万人をこえた在 日韓国 。朝鮮

人のうち, どれだけの人びとが帰国したかについ

ては不明な点が多い。森田芳夫『在 日朝鮮人処遇

の推移と現状』 (湖北社,1975年 。 ,「同名稿 _

「法務研究報告書J第 43集第 3号 ,昭和30年 7月 。

→厚生省援護局などの資料を整理 したもの)に よ

れば, 日本政府の責任による引揚げがいちおう完

了 した,1946年 12月 末までに引揚げた朝鮮人は,

104万 328人である.

しか し,そ の時点での在日朝鮮人数は50～ 60万

人であるから,記録されていない引揚げが40～ 50

万人 (〔前述の数値で計算すれば:も しくは70～

80万人)分 もあったことになる。

1946年 2月 17日 付けの, 日本政府に対する「朝

鮮人・中L■l人・琉球人及び台湾人の登録に関する

総司令部覚書Jに よって,同年 3月 18日 までにお

こなわれた登録によると,在 日韓国・朝鮮人につ

いては,つ ぎのようになっていた。

全在日朝鮮人数 64万 7,006名

上のうち帰還希望者 51万 4,060名

すなわち,そ の登録の時点で795%の 在 日韓国

。朝鮮人が引揚げを希望 したのであるが,実際に

は50～ 60万 人の韓国・朝鮮人が日本に残留するこ

とになったのである.

残留の理由は,い ろいろ考え られる。 (i)引 揚

げにさいしてGHQが もち帰 り財産に制限をくわ

えたこと,(1)当 時とくに在 日韓国・朝鮮人のほ

とんどの出身地である南朝鮮地域にコレラがは

やっていたこと,(1)政治情勢が不安定であった

こと,(i)日 本での生活歴がながい韓国 。朝鮮人

のばあいには,朝鮮での生活基盤がうす くなり,

日本での生活基盤のほうが相対的に強くなったこ

と,な どである。

日本政府はその後, このような現象について

「個人の自由意思でな、みとどまった |こ とを強調

している。 |あ とに50万 人にちかい者がのこった

が, これ らの大部分は日本内地に早 くから来住 し,

その生活基盤を日本社会に深 くきずいている者で

あるJと いっている。また, 1人平洋戦争l10に 来

日した者は,来 日した者の19%以下 と推定され

るJと して,強制連行の時期に来日した韓国・朝

鮮人の多 くが引揚げたことも強調 し,韓国 。朝鮮

人の日本在留がみずからの自由意思にもとづ くも

のである,と主張 している。

だが, こうした主張は, 日本政府の朝鮮植民地

支配の責任を故意にばかすものである。在日韓国

・朝鮮人の本国および日本での生活基盤のことを

考えると,戦後在留のそのような傾向は当然のこ

とである.

逆に,200万 人をこえる朝鮮人が,わずか 1年

半ほどのあいだに, 4分 の 3 :以 11:ほ ども帰国

したという事実こそが,植民地支配の結果として

あった,在 日韓国 。朝鮮人の在留が正常なもので

なかったことをしめしている
6.。

GHQは ,植民地支配から開放された朝鮮を特

殊地位国 (spCCial status nations)と したが ,

在 日朝鮮人については,「解放人民 (Liberated

people)Jと して「日本人 (」 apanese)_に な、く

まれないとしなが らも,1日 本国民 (Japanesc

SubieCtS)Jで あ った とい う理 由か ら,「敵国民

(Ellomy nationals)|と して も処遇す る方針

をとった。

こうした方金十は,第 2次世界大戦中,連合国側

が, 日本の朝鮮民族支配の不当性とその独立回復
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を承認 したカイロ宣言の趣旨によるべき処遇と,

占領支配という現実に対応 したとりあつかいとの

矛盾を,さ らけだしたものである。

そして,具体的占領支配政策においては,在日

韓国 。朝鮮人に対 して,さ らに「敵匡1民 Jま たは

「日本人 |と いうあつかいを強め,食料配給 。課

税 。学校および農地買収などについて, 日本の法

律に服従することを強制 したのである。

また,在 日韓国 。朝鮮人の国籍について, 1昭

和20年 9月 2□ 以降,ひ きつづいて日本に居住す

る朝鮮人は, 日本国籍を保持するJと いう方針を

とりつつ,「連合軍の政策遂行と日本政府の措置

は,在 日朝鮮人か らその国籍をうばい,あ るいは

新 しい国籍をiNl与するものではないJと し, 1国

籍の最終決定は,平和会議およびそれに従属する

日本と朝鮮間の条約にかかっている |と いう立場

を明らかにした。

国籍に関するGHQの そうした立場は, 日本政

府によっても同 じくとられ,「 日本政府は, 日本

国内に居住する朝鮮人は,いぜん日本国籍を有す

るものと解すべきであり_,「講和条約の締結まで

は,特別の定めがあるばあいをのぞいては,従前

どおり日本国籍を有するものとしてとりあつかう

ほかはないJと していた 〔昭和24年 4月 28日 最高

裁事務総長より参議院法制局長あて回答
~在

卜1朝

鮮人の請願権および国籍 |〕・ 。

ところが,外国人の登録および国民固有の権利

である参政権に関 しては, 日本国民という地位は

否定 された。つまり,1947年 5月 2日 ,勅令第

207号 として公布,施行された
「
外国人登録令 J

は,そ の第11条 において,「台湾人のうち内務大

臣の定めるもの及び朝鮮人は, この lllJ令 の適用に

ついては,当分の間これを外国人とみなすJと 規

定 している.

また,植民地支配のもとにあっても,在日朝鮮

人には参政権が賦与されていたのであるが,講和

条約が発効する 11952(昭 TE 27)年 4月 28日 〕以

前から,あ らゆるレベルの参政権が景1奪 されてい

た。

その根拠となったのが戸籍法である。戸籍法は

つねに,国籍の準拠法としてよりも,朝鮮人を排

除する民族差別の根拠法として機能 してきている

ことが (「朝鮮戸籍令 11923〔大正 12〕 年の存

在),戦後 もそのまま維持されていた。

以 Lの ように, GHQと 日本政府は在 日韓国・

朝鮮人に対 して,講和条約締結 〔1951(昭 和26)

年 9月 8日 調印〕までは, 日本国籍を有 し, 日本

国民と同じく日本の法律にしたがうとしなが らも,

管理を目的とする外国人登録法の適用対象とし,

国民固有の権利である参政権を認めないという,

二律背反の法理 もしくは二重国籍保持者的論理に

よって, GHQおよび日本政府のいずれも, 自己

の都合と必要に応 じて在 日韓国・朝鮮人を処遇 し

たのである。

この時期の日本政府の論理に,戦前の植民地政

策への反省はない。在日韓国 。朝鮮人の独自的権

利要求については,「治外法権を認めない J「 日本

にいるかぎり日本の法律にしたがえ |と いう論理

で, GHQと いう援軍 もえて,実質的に弾圧 した

のである。

その後,1952年のサンフランシスコ講和条約の

発効を契機に,在日韓国・朝鮮人からいっせいに

日本国籍を剥奪 して,戦後の新 しい国家理念であ

る「国民主権Jの ,そ の主権をもつ国民ではなく,

文字どおり「外国人Jと したのである。

1日 韓併合の聖旨Jに もとづ くならば,あ って

はならなかったはずの民族差別解消の遂行をはた

さず,協和事業というたいそうな国策の「やりの

こし事業 |(=戦前的意味における実態的差別の

不解消)が存在 したにもかかわらず,国籍の離脱

措置によってそれをサボタージュできたのである。

そして一方では,「植民地の放棄二という戦後

的人義名分があるがゆえに,在 日韓国 。朝鮮人の

非 日本国民化 =外国人化は,外見上 リーゾナブル

なものとして承認されたのである。

まさしく,在 日韓国 。朝鮮人にとっては,民族

解放という政治的解放が,戦後世界の冷戦構造の

なかで,人権の「合法的J蹂躙へ とつ らなって

いったのである。

現在の在 日韓国 。朝鮮人に対する制度的差別は
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ここに起 1月 している°
。

―-1990年現在 も,約 70万 人近い「韓国 。朝

鮮J籍の「在日J外国人が,雇用・就業面におい

て多 くの差別 (制度的と非制度的とを問わず)を
うけており, この問題の解決への道のりがなお遠

い状況は, 日本における「外国人労働者Jに とっ

て深刻な事情を意味 している。

ワ)「在日の論理」

外国人労働者問題の全般的考察に基本でつうじ

る論点 として,在 日韓国・朝鮮人の「在 日の論

理 J〔帰国もせず帰化 もしないのはなぜか〕を ,

つぎに考えてみたい"。

――一般外国人と比較 して,在 日韓国・朝鮮人

には在留の特殊性がある。この特殊性か ら抽出で

きる「在日の論理Jは ,結局つぎの 2点 に単純化

できる。ここで,図 2。 図 3を参照 したい。

(i)日 本での生活者であるという事実。→定住

性。

(1)日 本国に対する戦後責任の追求。 ,歴史性。

この 1在 日の論理Jを 引きだす在 日韓国 。朝鮮

人の特殊性とはなにか。

(1)日 本生まれの世代が大半であること。

(1)永住者であること。

(1)元 日本国民およびその子孫であること。

(卜 )旅券を所持 して入国 してきた外国人ではな

いこと。

「在日外国人 |と しての在日韓国 。朝鮮人は,

その「在日の論理J〔定住性と歴史性〕か ら判断

(出所)朝 日新間二1990年 3月 8□ ,夕千」.

図 2.在 日韓国・朝鮮人の年齢別構成

(出所)図 2に 同じ.

図 3 在日韓国・朝鮮人の居住地と人口

して, もはや「外国人 |と はあつかいえない「外

国人Jである。にもかかわらず,制度上 (主 に昭

和20年代の日本政府の処遇から生 じたもの 〔一方

的な「日本J国籍の景1奪〕)と非制度上 (日 本社

会に根強 くつづ く偏見・差別)と を問わない, 日

本社会における多様な差別,な かでもとくに人間

の基本的生存にかかわる雇用 。就業機会の獲得と

いう場面において,決定的な差別をうけている事

実はみのがせない。

13)就業実態

在日韓国・朝鮮人の就業実態を,以下にかかげ

るいくつかの表 〔表13,表 14,表 15〕 をもって説

明しよう。

表13「戦前 。戦後における在 日朝鮮人の職業分

布 ‐は,使用者か被用者かの区分を出していない

が,そ こではとくに,戦後の1952(昭 和27)年 時

点で「日雇労働者J「その他職業Jの突出した数

値がめだつ。

表14「在日朝鮮人産業別・地位別人員(1954年)J

は,経営者と従業員の区分を出した分類であるが ,

「経営者Jの項日を,「従業員 |の項目との対照で

みればわかるように,1屑鉄類」1遊戯JI料理・

飲食J「古物商」など異常に多い。

この数値は,今 日の在日韓国 。朝鮮人にも多い

商売である,廃品回収業,パチンコ屋,焼肉屋と

いう典型的業種を明示 している。

在 日韓国・朝鮮人の居住地 と人口
'88年 12月 現在、
法務省調べ 大

阪
市

Ｈ
万

１
千
人

神
戸
市

２
万

８
千
人

京
都
市

３
万

７
千
人

東
北

１
万
１
千
人

福
岡
県

２
万

６
千
人

在日韓国・朝鮮人の年齢別構成

法務省入国管理局「在留外国人統計」より 7%(7:1"竜 l歳 L)

162%
(10～ 19歳 )

120%
(0～ 9歳 )



表15-(1)「戦後在 日朝

鮮人の就業形態の推移 |,

表15-(2)「在日韓国・朝

鮮人職業別人 口 〔1984

■F〕 J は, 1959(日召不日34)

年以降,10年 〔5年〕ご

との数値をかかげてい

る。

この表15-(1)と 12)は ,

表14にみられた基本的趨

勢に新 しい変化があるこ

とをしめしている。それ

は,技能工 。生産工,販

売従事者および単純労働

者の比率が低下 した反

面,事務従事者,サービ

ス業従事者,管理的職業

従事者が増加 しているこ

とである。このことは,お、つう会社員とよば

れる職業従事者の増加を意味する。

表15-(1)の なかで,1974(昭 和49)年につ

いては,在 日中国人・アメリカ人も比較され

ているので,在 日韓国 。朝鮮人の就業分布の

特徴がわかりやすい。

在日韓国 。朝鮮人で,在 日中国人―在 ロアメ

リカ人,そ れぞれ特色があるが,比較 して在

日韓国 。朝鮮人の就業分布に現れている特徴

は,「管理的職業Jがす くなく,あ いかわら

ず「古物商J(廃品回収業,主に屑鉄屋)が

多いこと,自営工業でも零細性に所属するば

あいが多い「その他工業二もめだっている。

「単純労lll者 J「 自動車運転手」の多さもめ

だつ。

以上か ら推演1で きることは,在日韓国 。朝

鮮人のほとんどは,一般民間企業の従業員ヘ

の就職はもちろんのこと,公務員関係の就業

もままならず,そ のため,同胞企業への就職

や零細の自営事業,個人営業の仕事に就いて

いるか,あ るいは単純労働者層に属 している

か,あ るいは失業状態におかれていることで

(注 )1930年  40年 は国勢調査.1952年 は警察調査。無業者とは,学生生徒と失業者。

(出所)本卜 在一『在日朝鮮人に関する綜合調査研究』53ペ ージ 69ペ ージより 〔に加筆〕。

外国人労/11」 者問題の再来

表13.戦前 。戦後における在 日朝鮮人の職業分布

日本赤十字社「在日朝鮮人の生活の実態J。

本卜 在一『在日朝鮮人に関する綜合調査研究』138ペ ージ。

＞

所

注

出

職   業 1930年 194011 1952年

業

業

業

般

業

般

商

業

業

業

業

人

者

業

一
　

一
　

淑

　

　

由

用

働

職

林

産

　

　

建

　

物

一
戯

輸

自

使

労

他

業

　

業

　

飼

　

　

務

事

一尼

の

農

水

鉱

工

土

商

古

飲

遊

運

公

家

日

そ

20,058名 (77%)
1,444(05 )

16,304  ( 6 3  )

74,396  (28 6  )

63,770  (24 6  )

17,892  ( 6 9  )

20,985(81 )
1,465  ( 0 5  )

3,368  ( 1 3  )

19,125  ( 7 4  )

12,247  ( 4 7  )

27,511名 (52%)
4,094(08 )

68,636  (13 1  )

179,976  (34 3  )

100,258  (19 1  )

32,563  ( 6 3  )

38,104  ( 7 3  )

6,914(13 )

36,238  ( 7 0  )

10,848  ( 2 1  )

4,224  ( 0 8  )

13,927  ( 2 7  )

10,156名 (53%)
801(04 )
53 ( ― )

24,573(126 )
19,991  (10 3  )

31,186  (16 1  )

5,157(27 )
7,237  ( 3 7  )

5,878  ( 3 0  )

7,237  ( 3 7  )

35,588  (18 4  )

46,084  (23 8  )

計

者

者

〈
口

者

業

属

職有

無

従

(s)260, 0104 ( 1A0%)

(a) 24,931 Yc- 5.95%

lb)134,0684 %:zt,ssx

523,2934 (. 10A%)

fi},58A Yc:14.39%
539, 4424+%:51 . 84%

193,9117, ( 100%)

133,432 yc'24.5A%

208.461 
a 2a:63. 81%

総 計

“

●19,009名%=6205% 1,241,315名 %=4216% 535,804名 %-3619%

表14.在 日朝鮮人産業別 。地位別人員 (1954年 )

産業別
経営者 従業員 翻

ｂ
ヽ
一

ａ

業

畜

業

業

績

械

ム

子

革

靴

刷

他

築

類

戯

輸

食

商

一
館

易

融

他

働

建

　

　

　

飲

　

力

　

　

　

　

労

一果
　
　
　
　
の
　
　
鉄
　
　
　
・
物

一　
　
　
　
　
の

木
　
　
　
　
理
　
　
口
　
　
　
　
　
　
的

農

牧

林

漁

紡

機

ゴ

飴

皮

製

印

そ

土

屑

遊

運

料

古

ブ

旅

貿

金

そ

知

7,0/14

3,329

1,977

376

1,606

744

475

1,097

504

735

87

2,571

2,272

9,929

4,255

1,049

4,428

2,572

1,531

424

312

139

7,341

228

2,553

1,216

1,793

680

5,368

4,00]

2,255

984

1,307

571

476

15,497

24,481

5,682

6,218

5,943

2,480

1,598

561

272

297

146

6,511

4,240

ll,597

4,545

3,770

1,056

6,974

4,745

2,730

2,081

1,811

1,306

563

18,068

26,753

15,611

10,473

6,992

6,908

4,170

2,092

696

609

285

13,852

4,468

14
14
19
28
44
64
57
20
36
17
64
70
117

16
24
67
16
16
14
16
19
20
19
20

計 55,025 95,130 15(),155
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表15-(1)戦 後在日朝鮮人の就業形態の推移

職〕ミ氏
次

1959年 1969年
1974年

朝  鮮  人 中  国  人 ア メ リ カ 人

石

医 療 技 術 者

宗  教  家

その他専門的職業

管 理 的 職 業

事  務  員

貿  易  業

古  物  商

そ の他 販 売 業

農  林  業

者

師

技

教

業

輸

設

鉱

漁

採

運

建

そ の 他 工 業

単 純 労 働 者

料  理  人

理 容・ 美 容 師

娯 楽 場 接 客 員

その他サービス業

自動 車 運 転 手

芸術家・芸能家

文芸家・著述家

記     者

技 術 研 修

295名

641

370

200

671

1,200

7,065

299

13,434

13,780

10,659

805

1,53]

2,070

18,166

32,173

26,090

3,380

638

3,460

4,262

6,733

332

218

02%
04
02
01
04
08
48
02
93
98
72
05
10
14

122

217

176

23
04
23
29
45
02
01

246名 (02%
1,008(07

543  ( 0 4

255  ( 0 2

1,447  ( 1 0

4,732  ( 3 1

14,530  ( 9 7

207  ( 0 〕

7,802  ( 5 2

23,437  (15 6

5,333  ( 3 5

477  ( 0 3

673  ( 0 4

1,200  ( 0 8

8,701  ( 5 8

33,700  (22 4

25,864  (17 2

1,056  ( 0 7

1,002  ( 0 7

929  ( 0 6

3.638  ( 2 4

11,805  ( 7 9

524  ( 0 3

99  (  ―

151(01
78(―

631名 (04%
1,039(07

867  ( 0 6

274  ( 0 2

667  ( 0 4

4,797  ( 3 2

20,769  (14 0

185  ( 0 1

7,494  ( 5 0

23,099  (15 6

3,699  ( 2 5

373  ( 0 3

484  ( 0 3

826  ( 0 6

10,815  ( 7 3

34,909  (23 5

16,921  (11 4

1.538  ( 1 0

1,046  ( 0 7

795  ( 0 5

3,025  ( 2 0

12,861  ( 8 7

703  ( 0 5

116(―
183(01
401  ( 0 3

264名

168

704

61

224

8f16

2,616

511

14

3,589

112

26

3

63

117

730

96

1,820

411

80

381

92

206

28

43

185

(20%
113
(52
105
〔17

(67
(195

(38
(01
(26 7

(08
(02
(

(05
(09
(54
(07
(135

(31
(06
(28
(07
(15
(02
(03
(14

527名 (63%)
1,195(143 )

42  ( 0 5  )

2,914  (34 9  )

295  ( 3 5  )

1,065  (12 8  )

618(74 )
82  ( 1 0  )

358  ( 4 3  )

30  ( 0 4  )

2(― )

1(― )

93(11 )
9(01 )

47  ( 0 6  )

1(― )

10(01 )
8(01 )
7(01 )

170  ( 2 0  )

7(01 )
157  ( 1 9  )

85  ( 1 0  )

63  ( 0 8  )

566  ( 6 8  )

有 職 者 計 (S)148,543名  (100%) 150,337名  (100% 148,517名  (100% 13,440名  (100%) 8,352名  (100%)

無 職 者・ 不 詳 la)459, a8|ZTr:15.55% 453,3152%:15. t0% 490,28927b:76.7s% 33,5042yb:71.37% t6,68ta7b:66.64%

総 b)601 ,5332Y,,:24. 45% 6A3,1122yb:24.50% ffil,8}6zyt:23.25% 46,944名え=2863% 25,033fY,,:33.36%

(出所)磯村・ほか編『講座差別と人権 第 4巻 民族』17■175ベ ージ 〔に加筆〕。

ある。

表15(2)に ある1984(昭和59)年 になると,集

計項目に異同があるので単純に比較できないが ,

前述のように,「管理的職業従事者 J「事務従事

者J「販売従事者Jの 1曽加, これに対する「単純

労働者Jの減少が顕著である。

しか し,同年の内容についても,在 日韓国 。朝

鮮人が実際に従事 している職業・職場の質的性格

に関 して,前段で指摘された特徴がなおのこされ

ていることに注意が必要である。同じ 1管理的職

業従事者J I事務・販売従事考 |と いっても, ど

のような規模の, どのような会社で「就業_して

いるかといえば,そ の点で明らかに劣勢・不利が

あるか らである
m,。

そうした就業 〔職業〕分布の特徴が, 日本の経

済 。社会において韓国 。朝鮮人のこうむっている,

人々的な差別構造の反映であることは,当然であ

る。

(4)雇用実態

前項(3)就 業実態で論 じた現実は,そ の後かなり

変化 している。このことは,在「¬韓国 。朝鮮人の

まえにそびえたっている,雇用機会の差別的障壁

が多少なりとも低 くなってきたことを意味する。

しか しなが ら,だからといって,在 日韓国 。朝鮮



表15-12)在 日韓国 。朝鮮人職業別人口(1984年 )

外 TI人労 ll」 者問題の再来

人  数

表16-(1ヽ 民間企業の在日朝鮮人採用実態

これまでに,在 日朝鮮人の

応募がありましたか

在日朝鮮人を採用していま

すか

医療保険技術者

技術者

教 員

芸術家,芸能家

文芸家,著述家

記 者

科学研究者

宗教家

その他専門家,技術家

管理的職業従事者

事務従事者

貿易従事者

販売従事者

農林業従事者

漁業従事者

採鉱・採石従事者

運輸・通信従事者

技能工・生産工程従事者

単純労働者

サービス業従事者

2,149

574

1,521

1,443

135

120

121

341

1,146

13,306

36,784

221

34,770

1,871

266

219

13,515

42,531

7,049

11,794

(03)
(03)
(09)
(08)
(01)
(01)
(01)
(02)
(0:7)

(78)
(217)

(01)
(20 5)

(11)
〈 0 2)

( 0 1)

( 8 0)

(25 0)

(41)
(69)

tヽ

い え

採用していない場合,今後

採用しますか

採用している場合,

・本名で働いていますか

。学歴は

い ………12%

tヽ え  …88%

卒…… …4%
卒 … 83%
卒………6%

の 他… …7%

社

社

‐ ５

２

は

い

中

高

大

そ

Oft影 %イ58%

(出 所)'ま務省入国管吼 J編 F■千Π60年 l「在留外国人統旱J大蔵省印曰局 昭和61年

71 75ベ ージより作成
`,

人に対する雇用機会が中し分ないほど,平等かつ

公平になっているわけではない。

現在 〔1980年代の話としておく〕でも,在日韓

国 。朝鮮人の各学校新卒者の大部分 (約 9割 )が ,

就職差別による卒業後の不安をいだいている
¬)。

表 16-(1)「民間企業の在 日朝鮮人採用実態 l

(1983年)をみよう。この表16-(1)は , これまで

日本企業がおこなってきた,在日韓国・朝鮮人に

(注 )全国在日朝鮮人教育研究協議会『第 5回全国朝鮮人教育研究集会資料』より。

(出所)磯村・ほか編『講座差別と人権 第 4巻 民族』194ペ ージ。

態はどうであったか。

在 日韓国人系 H刊紙『統一 日報Jの実態調査は,

こう報告 している
1'。

露骨な差別はす くないものの,就職活動のなか

で多 くの学生が差別を実感, 日本社会の差別状況

が影を落とし, 日本企業への就職をあきらめ, 自

己規制するケースや,本名学生の約半数が通名で

就職する例などが明らかになっている。

また,大阪府教育委員会が,1986年 3月 ,大阪

の府立高等学校卒業者の進路を調査 した資料があ

る。表16-(2)を参照 したい。

日本企業による差別障壁はなお高 く,平然たる

民族差別がまかりとおっている。在日韓国・朝鮮

籍の新卒者たちが,卒業後の進路にのぞける雇用

差別に不安をいだくのは, しごく当然である。

日本政府は「人種差別撤廃条約Jを批准 してい

大阪府立高校卒業者に対する就業差別 (1986年 3月 )

職

詳

缶
（
不

対する雇用機会差別実態の一側面を表

現するものである。これでも,以前に

くらべて,かなり差別が改善されてき

たであろう結果なのである。本名を使

用 していない企業の割 りあいが多いの

は気になる。

さて,1990年 度の就職活動 におい

て,新卒韓国 。朝鮮人学生が感 じた実

(注 )大阪府教育委員会・府立高等学校卒業者進路調査による。

(出所)姜・金『在日韓国・朝鮮人一歴史と展望―』133-135ベ ージより作成。

表16121

(1983(1)

国籍条項

織 種
な   し あ   り

無回答・定
めていない

採用実績
あ  り

(4al事 務・ 一般系

(Ы 医  療  系

に)技能・ 労務系

一　
■

６

は  い …… 37社 (53%)

い にヽ え   18社 (26%)

不  tlU… ……15社 (21%)

は  い………38社 (61%)

い ヽヽ え………22社 (35%)

不  明………2社 (4%)

(S)169,876  (1000)

(b) 687, 135 s,6:24.72%
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ないが, 1世界人権宣言Jに 署名 し,「国際人権

規約Jを批准 し (1979年発効),い ちおう「難民

条約 |も 認めている (1982年発効)。 けれども,

日本社会に根ぶかく生きつづける外国 〔韓国・朝

鮮l人差別の排除に積極的にとりくむ姿勢がある

ようにはみえない。

む しろ,在 日外国人人口を比率的に多 くかかえ

る都市部の地方自治体のほうが,外国人差別の除

去に努力 している。日本政府はこれにブレーキを

かける働きさえ しているばあいが多々ある。

その証左のひとつに,在 日外国人の雇用機会に

対する差別, とくに公務員就業志向に対する障壁

〔妨害といったほうが適切だが〕がある。

0 公務員採用問題

公務員について,自治省などは「公権力の行使

または国家意思の形成への参画 |に は外国人はも、

さわしくないとして,在 日外国人 :と くに大部分

を 1与 めている韓国 。朝鮮人1の排除を合理化 して

きた。 しか し,そ の自治省 も,1986年には,保健

婦・看護婦などについては「公権力の行使等の可

能性が低いJと して円戸開放にむかいはじめ,ま

た1988年には,地方 自治体の国籍条項の状況につ

いて調査をおこなっている 〔全国で1,616人 の外

国籍職員がお り,そ の うち539人 が正規職員で

あった。正規職員中,韓 国籍 330人,朝鮮籍 52

人J。

表171全国主要自治体公務員採用国籍条項調査

結果一覧Jは ,各地方自治体の門戸開放の状況を

しめしている。

表 17に 読みとれる特徴は,つ ぎのとお りであ

る
13'。

(1)「 自治省水準 1以 卜の自治体が存在するこ

と。自治省の通達の存在す らしらない市役所

があったこと。

(1)排除をあたりまえとする自治体もあることっ

(1)門戸開放 ―周遅れの自治体と,門戸開放か

ら閉鎖へ逆流 した自治体さえあること。

(卜)全国人事委員会連合会 (略称「全人連J,
→都道府県庁 。政令指定都市 〔札幌,仙台 ,

川崎,横浜,名 古屋,京都,大阪,神戸,広

島,北九州,福岡〕 。そのほか東京23区など

大規模な自治体内部の人事委員会の全国組

織)は,「昭和61年度 。62年度研究報告書J

などで,「基本的な採用方針を確立すること

が望まれるJと していること。

(v)状況についてまったく無知の自治体もある

こと。

(宙)撤廃運動との関係。国籍条項撤廃運動が大

きい地方とそうでない地方には,門戸開放に

大きな寿がみられること。

表18「全国主要自治体職員採用 。職種開放状況

(1989年 6-8月 )」 は,各職種領域ごとの門戸

開放状況をしめしたものである。

一 日本政府は,行政機関内部の「照会Jと
「回答Jに より,国会による論議 と批判を経るこ

となく,「公の権力の行使を担当する官吏となる

権利については,国民のみの専有する権利として

いるのが各国の通例であるJと か,「公務員の当

然の法埋Jと いった空漠なりくつで,制約基準を

形成 し,在 日韓国・朝鮮人の日本居住の歴史的経

緯や生活実態に対する検証をぬきに,「在 日朝鮮

人の就官能力についても, この法理の解釈適用に

よって処理 しうるJと 結論 した。

また,地方自治体の公務員についても,地方向

治の本 旨に対す る考察な しに,「国家意思の形

成Jを「地方公共団体の意思形成Jにおきかえた

だけで,国家公務員のばあいの制約基準をそのま

ま導入 し,さ らにすすめて「公権力の行使または

地方公共」体の意思形成への参画 |に たずさわる

職につ くことが,将来予想され,る 職員の採用試験

の受験資格を認めることさえも適当でないとする

にいたった。

(i)「 日本国籍を有 しない者は,採用試験をう

けることができない二 (人事院規則 8-19第

9条 ,1967〔 昭和42:年 6月 1日 施行)。

(1)(i)は ,「公権力の行使または国家意思形成

への参画にたずさわる公務員であるかどうか

は,当該公務員の任用にかかわる官職の職務

内容を検討 して具体的に決定すべきものと解

す るJ(1955〔 日召和 30〕 年 3月 18日 付人事院
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(注)● 1数」―各自治体の数 (都道府県庁・ 市 +東京23区)● 「事務J「 医療Jな ど=自 治体内の職種 ●「有J=有効回答数

●「OJ=採 用可 (国籍条項な し)● 「 xJ=採 用不可 (国籍条項あり)● |△ J=条件つき採用,あ るいは一部職開放

■判明在職数の「自Jは外国人在職の自治体 という意味 ●「判明数J=在 職者数のうちの判明分

(出所)Fコ リア就職情報J第 12号,1990年 3月 ,108ペ ージ 〔を補正〕。
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表17.全国主要自治体公務員採用国籍条項調査結果一覧 (1989年 6-8月 )

日治体 数 事 務 技 術 医 療 看  護  職 労 務 保 母 判明在職数

有 〇 △ 有 O △ 有 ○ △ 有 〇 △ 有 O △ 有 ○ △ 自 |1明 数

北海道 31 8 22 1 24 5 18 1 10 11 15 24 13 11 8 15 3 10

森

手

城

田

形

島

青

岩

宮

秋

山

福

9

14

11

10

14

11

9

10

8

10

12

11

2

0

0

0

0

0

7

10

8

10

12

10 1

8

4

6

6

10

10

2

0

0

0

0

0

6

4

6

6

10

10

7

6

5

4

8

3

2

0

0

0

0

1

4

3

4

4

7

1

1

3

1

1

1

8

6

7

6

12

11

3

0

1

1

0

5

5

6

5

5

12

6

1

8

6

5

6

8

9

3

8

0

0

0

1

5

3

5

6

8

8

7

4

7

3

8

9

2

0

0

0

0

0

5

4

7

3

8

9

1

2

0

1

0

2

1

2

1

2

東 Jヒ 2 57 1 2 3 10 1 7 2 6 6

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神奈川

20

13

12

40

29

50

2(,

18

10

10

30

24

50

20

7

2

0

4

0

23

2

10

7

10

26

22

15

14

1

1

2

12

4

15

5

10

24

26

49

12

6

0

0

3

0

23

1

9

5

10

21

15

22

9

1

2

13

5

3

16

19

48

15

5

2

0

7

8

35

9

7

2

8

5

8

1

3

1

1

4

3

12

3

17

9

10

25

18

50

17

8

5

1

19

15

49

13

9

4

9

6

1

1

8

2

1

17

9

9

22

18

50

18

8

6

2

10

10

49

17

9

2

7

10

6

1

1

1

2

2

17

9

8

21

20

50

18

8

5

0

5

6

50

9

9

4

8

16

13

0

9

1

3

4

8

7

4

9

41

20

関 東 91 17 110 3 5 1 74

新  潟

山

川

井

梨

野

阜

岡

知

重

富

石

福

山

長

岐

静

愛

三

21

10

9

8

8

18

15

22

31

14

17

8

7

8

7

17

12

14

25

13

4

1

2

1

0

1

2

2

18

1

13

7

5

7

7

15

9

12

7

12

1

1

11

5

6

4

7

14

10

12

19

4

2

0

2

1

0

1

2

2

13

0

9

5

4

3

7

12

8

10

6

4

1

8

7

6

5

5

11

11

11

15

6

1

0

2

2

1

2

2

5

13

2

1

1

2

3

2

1

2

13

6

6

7

7

14

13

14

20

10

6

2

5

3

3

6

6

12

19

2

4

1

4

4

7

7

2

0

4

1

1

4

13

6

5

5

7

13

12

13

18

12

6

1

4

2

1

5

5

7

17

6

6

5

1

3

6

7

6

5

1

4

1

1

1

1

2

11

7

6

6

7

16

12

12

22

12

3

1

2

1

0

2

4

5

18

3

8

6

4

5

7

13

8

7

4

9

1

1

1

1

5

4

10

1

2

1

9

8

26

中 部 94 2 1 42 40 6 71 1 47

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和歌山

8

12

33

22

10

8

8

12

33

22

9

7

6

7

31

20

2

2

1

3

0

0

7

4

1

2

2

2

8

10

30

21

8

6

6

5

28

19

2

2

2

2

1

6

4

1

1

6

9

28

21

7

3

6

6

27

20

6

3

0

1

0

0

0

0

2

1

1

1

8

10

30

21

9

6

8

10

30

21

9

6

0

0

0

0

0

0

8

10

32

22

8

3

8

10

32

22

8

2

0

0

0

0

0

1

8

8

33

22

9

6

7

7

33

22

7

2

1

1

0

0

2

4

2

4

19

15

1

3

1

12

62

78

10

2

近 畿 91 15 8 83 19 74 1 0 1 8 44

鳥 取

島 根

Frl 山

広 島

山  口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

5

9

11

13

15

5

8

6

9

14

1

1

0

2

0

4

7

6

6

14 1

1

1

0

1

0

1

3

3

5

14

3

4

2

10

0

1

2

1

2

2

1

7 2

3

5

5

8

14

2

2

3

4

3

1

3

2

4

10 1

5

5

8

13

3

2

3

6

4

1

4

2

2

7

1

1

2

3

7

8

13

0

1

0

4

0

3

6

5

4

12 1

1

1

0

2

5

6

13

10

5

6

12

6

0

0

0

0

5

6

12

5

2

8

0

0

0

0

1

2

8

1

2

3

0

0

0

0

2

2

0

4

4

11

2

1

4

1

2

2

7

1

3

5

7

3

2

3

1

1

1

2

6

2

2

3

10

4

0

0

2

10

4

1

2

0

1

2

0

中四FTn 71 4 2 11 3 6 17 5 2 4 7 1

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿児島

沖 縄

21

7

9

11

10

10

12

8

19

7

9

10

8

9

10

7

1 11

6

7

7

7

7

10

7

11

6

7

6

6

6

8

7

6

4

6

6

2

5

5

2

0

3

2

3

1

3

2

2

4

3

3

2

2

12

6

9

8

10

9

11

3

16

7

8

7

10

10

11

6

1

1

1

14

6

3

8

10

10

5

6

18

1

3

1

1

1

2

九  州 8 79 1 5 6 16 14 3 16

全  国 631 21 70 12 18 3 118

1

1

1

1
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表18.全国主要自治体職員採用・職種開放状況 11989年 6 8月 )

〔自治体数(%):

状殺

種 事  務  系

(一般事務・福祉系事務)

技  術  系

催機:宿査を轡つ
医  療  職

(5琴吉:曇[晋1)

看  護  職

(保健婦・助産婦・看護婦)

い)全 面 解 放

(b) 音Ьう)角翠方文

に)未 開 放

は)有 効 数

(254%
( 55%
(691%
(1000%

(273%)
( 43%)
(684%)
(1000%)

489(475%)
70(176%)
139(349%)
398(1000%)

(610%)
( 22%)
(368%)
(1000%)

口貝

』員

給
土
自

保   母 (父 )

特  別  職

(非常勤職員・臨時職員)

公社・公団・協議会

la)全 面 解 放

(b) 音ドう)角翠力文

に)未 開 放

(d)有 効 数

(585%
( 34%
(381%
(1000%

(450%)
( 06%)
(544%)
(1000%)

(718%)
( 34%)
(248%)
(1000%)

(503%)
( 38%)
(459%)
(1000%)

在職状況→◎在職自治体111(193%),非在職自治体464(807%),有効数575(1000%)

(出所)Fコ リア就職情報』第12号,1990年 3月 ,106-107ペ ージより作成。

事務総長回答)と いうものよりも,広範に外

国人の受験資格を市1限 している。

(血)ま た,各地方公共団体は,一部をのぞき,

日本国籍を有 しないことを受験資格の欠格条

項としてきた・ '.

公務員採用問題に関する根本的検討はのちにゆ

ず り,民間企業採用実態にすすみたい.

0 民間企業採用問題

法務省入国管理局が昭n162(1987)年 の関連統

計を整理公表 している :「外国人の就職許可状

況J(表 19～表23)i。 しかし, これは,外国か

ら日本に職を求めて入国 してきた
~外

国人労働

者 |の 就業状態に関する資料であり, 1在 日Jす

る外国人のそれを説 H「lす るものではない。

したがって,在 日外国 〔韓国 。朝鮮〕人の関係

資料は,べつの方面にさがさねばならない。表24

「在日韓国 。朝鮮人採用実績企業一覧 |がそれで

ある。一般の外国人採用とは性質の異なる内容が

それにはある。

表24の 冒頭にある「採用実績有無Jの 欄で ,

「本名社員二とか,「実績はないが採用意志アリ

。実力あれば採用するJと いう文言は,す こし異

様だという感 じのものである。この問題 ものちに

バ、れることにして, ともか く, 日本企業における

韓国 。朝鮮人の採用実績を,表24でみよう。

さらに表25-(1),表 25-(2)も みたい。この表25

は,1984年 7月 ,『統一 日報』紙が日本の株式市

場 1部 。2部上場会社,外資系企業など 1,957社

を対象に実施 した,定住する外国人の採用実態調

査概要であるЭそのなかで,表 25-(1)の 「通名

〔使用〕のばあい本人の意思か 〔否か〕_の項目

は, 1本人の意思Jが 100%と 出ているが, これ

は,当事者 〔本人 :被採用者→韓国 。朝鮮人〕た

ちの 1証言Jに まったく反する回答である。会社

がわの回答 じたいに問題がありそうである。

日本企業における在日外国 〔韓国 。朝鮮〕人の

採用実績は,徐々に進展 している。あか らさまに,

あるいはうっかり外国 〔韓国 。朝鮮〕人採用「お

断り (門前払い)IJを 口にするような日本企業

は,時代の流れの影響 もあってか,夕1外的な存在

になっている。 しか し,差別する企業がなくなっ

たわけではない。問題は潜在化する要因をかかえ

ている。前出の「本名―通名」使用問題は,そ の

心配を裏づけている。



外玉1人労lll者問題の再来

― 一本節 〔Ⅲ敗戦後の韓国 。朝鮮人問題〕の論

述に関す る主な参考文献を,つ ぎにダ」挙 してお く。

O前 田 一『特殊労務者の労務管

理』山海堂,昭和18年。

0朴 慶値「日本帝国主義の朝鮮支

配 上 。下』青木書店 ,

1973年 c

O朴 慶植『在日朝鮮人運動史』三

一書房,1979年。

0在 日韓国青年同盟中央本部編者

F在 日韓国人の歴史 と現

実』洋々社,昭和45年。

0佐藤勝巳編「在日朝鮮人一その差

別と処遇の実態―』同成

社,1977年。

表19 州別,国籍。地域別,年齢別及び学歴別外国人就職許可状況

(1)州別,国籍・地域別
(1987年 )

(注 )( )内人員は女性数で,内数である。

(出所) 「外国人労働者人国問題検討委員会報告書二財刊法人入管協会,平成元年
より。以下,表 23ま で同じ。

(2)年 齢 別       (3)学 歴 別

ナト      号1 人 員 国 籍 ・ 地 域 別 人 員

ア ジ ア リ11

台湾294(82),中 I1119(32),韓・F1101(24),フ ィ
リピン43(15),マ レーシア18(4).香港16(4),

タイ14(4),イ ンド11(1),パ キスタン10(1),

その他43(10)

北 ア メ リカ 州 アメリカ424(116),カ ナダ42(16)

ヨー ロ ッパ 州

イギリス110(25), フランス46(15),71ド イツ

29(11),オ ランダ24(2),イ タリア7(1),ポ
ル トガル 6(2),そ の他24(4)

オ セ ア ニ ア 州 オーストラリア36(12),ニ ュージーランド16(1)

中。南アメリカ州
３ ０

７
ブラジル15(2), メキシコ 2,そ の他13(5)

ア フ リ カ 州 エジプト1,そ の他 2

無  国  籍 1

合   計
1,467

(389)

表20 外国人就職先企業の産業別構成と業種別

就 職 先 企 業 の 業 種 別 人 員

第二 次産 業

第 三 次産 業

電気102,機 械59,化学28, 自動車18,繊維18,通
信10,鉄鋼 5,その他65

商業280(貿易196,デパート21,そ の他63)

金融163(証券91,銀行55,保険7,その他10)

コンピュータ関係77,建設72,運輸55(航空17,海

運 9,旅行業26,そ の他3),弁護士事務所43,広告
43,医療32,報道30,出 版27,調査研究22,ホ テル

13,料理店9,教育8,人材派遣7,その他281

産 業 別
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表21.職種別外国人就職許可状況

表22 就職先企業の全従業員数及び外国人社員数

表23 月額報pll額別

主 な 国 籍 別 人 員

翻訳・通訳コピ

ーライティング

アメリカ113,台湾65,中 司32, イギリス28, フラ
ンス14,オ ーストラリア13,カ ナダ11,韓 二19

台湾44,ア メリカ28,イ ギリス13,韓 国11,中 国10

台湾63,中 ボ134,ア メリカ 9,韓国 7

台湾28,ア メリカ27,韓 1玉116,中国11,イ ギリス11

アメリカ28, イギリス15,台 湾10,中 国 4

台湾17,ア メリカ14,中 国 9,韓国 9,イ ギリス 6

アメリカ41,イ ギリス 9,カ ナダ 3,オ ーストラリア 3

台湾]8,ア メリカ12,イ ギリス7,韓国 5,中国 4

アメリカ17,韓国 6,フ ィリピン5,台湾 4,中国 3

アメリカ27,台湾 7,中国 2,卓i国 2,オ ーストラリア 2

経営管理業務 アメリカ14,台 湾 6,イ ギリス5,中国 3,フ ランス 3

台湾12,韓国10,中国 4,ア メリカ 4

アメリカ13,イ ギリス2,台湾 2

アメリカ4,台湾 4,カ ナダ 2

アメリカ 8, フランス 2

フィリピン2,中国 1,香港 1

アメリカ 3

アメリカ61,フ ィリピン19,オ ランダ15,韓国14

(1)今従業員数

全従 業員数

10人 以 下

101～ 300人

1,001人 以上

(幼 外国人社員数

外国人社員数

51～ 100人

101人 以 l

25万 円 未 満

25万円以上～30万 円未満

30万円以上～50万 円未満

50万 円 以 上



外国人労働者問題の再来

表24 在 日韓国 。朝鮮人採用実績企業一覧
 li育:軋;ξ皐

窮
〕

127

(1990年 3月 ,あ いうえお順)

採用実績
の有無

業 種

〔A〕

本名社員アリ

〔B〕

採用実績アリ

〔Cう

実績はないが,「採用

の意志アリJ「実力が

あれば採用するJ

〔D〕

採用実績ないが,そ の

他外国人の採用実績あ

るもの

52社 (1000%)

化

学

医

薬

アイ・ シー・アイファーマ

川上塗料 信越化学工業

住友ス リーエム

東海ゴムエ業

日本 シェーリング

日本チバガイギー

ローヌ・ プーラン・ ジャパ ン

8社 (154%)

エーザイ 大倉工業

関西ペイント サンスター

資生堂 住友ゴムエ業

田辺製薬 チッソ 中外製薬

ッムラ 筒中プラスチックエ業

東京田辺製薬 日本化学工業

日本触媒化学工業 日本精化

日本農薬 ノザワ

藤沢薬品工業

富士写真フイルム

扶桑薬品工業 三井東圧化学

三菱化成 三菱石油

ミドリ十字

24社 (462%)

グレース・ ンヤパ ン

昭和ローディア化学

多木化学 東洋ゴムエ業

日本特殊塗料 持出製薬

6社 (115%)

エイボン・ プロダクツ

協和醸酵工業 コニカ

昭和 シェル石油 第 ―工業製薬

東邦化学工業 日本化薬

日本合成ゴム 日本ヘキス ト

バイエル薬品 久光製薬

丸尾カルシウム 丸山工業

三菱瓦斯化学

14社 (269%)

機

械

電

気

家

101社 (1000%)

朝日ナショナル照明 アマノ

石井鐵工所

石川島播磨重工業 岩崎電気

印昴1機械貿易

インテルジャパ ン

エヌ・テー・エヌ東洋ベアリング

キングエ業 ケンウッ ド

サ ンケン電気 三洋電機

住友電気工業 ソニー

ダイフク 大真空 高岳製作所

タバイエスペ ック 田淵電機

東芝 東和エ レク トロン

日本アイ・ ビー・エム

日本光電工業

日本テキサス・インスツルメント

日本電気 日立製作所

富士ゼロックス 富士通

ブラコー 油研工業

横河電機 ローム

32社 (317%)

アイダエンジニアリング

天辻鋼球製作所 安藤電気

和泉電気 ウォルブロー

ファーイース ト 大隈鐵工所

大阪ダイヤモ ンドエ業

大崎電気工業 大隈豊和機械

加地鉄工所 グローリーエ業

KOA(旧 興亜雷T)

神戸発動機 光洋精工

国産電機 栄輪業 芝浦製作所

蛇のロミシンエ業 シンポエ業

スタンレー電気 太陽誘電

ツガ ミ ティアック

東京機械製作所 東芝タンガロイ

トリニティエ業 日機装

日新電機 日立機電工業

フォスター電機 富士電機

扶桑興業 ブラザーエ業

マキタ電機製作所 マックス

松下電器産業

松下電工 明電舎

メジャレックス・ ジャパ ン

森田ポンプ

40社 (396%)

オ リジン電気 桐生機械

シンガー日鋼 神鋼造機

日本タイプライター

日本ティ・アンド・ ビー

日本ムーグ パイオニア

8社 (79%)

オルガノ 栗田工業

酒井重工業 山水電気

三精輸送機 澁谷工業

新ダイワエ業 ダイキンエ業

タダノ タムラ製作所

田村電機製作所

千代田化工建設

」UKI(旧 東京重機工業)

東光 東芝機械

日本 ビクター

日本ファーネスエ業

日立建機 三浦工業

リケン 若山精密工業

21社 (208%)

金

融

証

券

損

保

39社 (1000%)

協和銀行 コスモ証券

東京銀行 三洋証券

住友銀行 住友信託銀行

住友生命保険 全労済

太陽神戸銀行 日興證券

平和生命保険 丸万証券

山一證券

4%)13社

ア リコジャパ ン 大阪銀行

関西銀行 紀陽銀行 三和銀行

ジャーディン・ フレミング証券

泉州銀行 第一證券

第百生命保険 大和證券

千代田火災海上保険

同和火災海上保険

ナショナル証券

日本勧業角丸証券

日本信版 日本団体生命保険

広島銀行 安田生命保険

和光証券

19社 7%)

近畿銀行 東京証券

2社 (51%)

岡三証券 福岡銀行

芙蓉総合 リース 北洋銀行

山種証券

7社 (180%)



オホーツク産業経営論集 第 2巻第 1号 (1991年 3月 )

採用実績
の有無

業 種

〔A〕

本名社員アリ

〔B〕

採用実績アリ

〔C〕

実績はないが,「採用

の意志アリJ「実力が

あれば採用する_

〔D〕

採用実績ないが,そ の

他外玉1人の採用実績あ

るもの

水
産

・
鉱
業

・
建
設

・
電
気
工
事

39社 (1000%)

人林組 勝村建設

金下・I設  関電工 人成 l■設

大和ハウスエ業 東海興業

東急建設 日本水産

日本舗道 松村組

11社 (282%)

奥村組 鹿島建設

北 日本通信建設 協和電設

熊谷組 小松建設工業

佐藤工業 山陽電気工事

積水ハウス 錢高組

東海電気工事 東北電気工事

南海建設 日魯漁業

日本国上開発 日本電通建設

真柄建設  ミサワホーム

ライ トエ業

19社 (487%)

宝幸水産

2社 (51%)

住友林業 間組

日立プラント建設

不動建設 保安工業

前田建設工業 森本組

7社 0%)

商

業

58社 (1000%)

アーサー・ アンダーセ ン・ アン

ド・ カンパニー

いなげや すかいら―く

ダーバ ン 中央スバル自動車

藤井 三菱商事 レナウン

ロンシャン

9社 (155%)

稲畑産業 内田洋行 大木

オンワー ド樫山 ゴール ドゥィン

ニ愛石油 三陽商会 サ ンリオ

上新電機 新興産業

中央 自動車工業 蝶理

デニーズジャパ ン 東急ス トア

東京スタイル 巴商会

十和 ナガホ リ日本コダック

日本ダイナパー ト

日本ダクロシャムロック

日本マタイ 日本ユニシス

野村

パーカー・ハネフィン日本

ペ ンタックス・カールツアイス

マツヤデンキ 丸紅  ミズノ

三谷商事

八百半デパー ト ヤマエ久野

山田工業 ヤマナカ

ユアサ産業 ルー ドルフ商会

ワキタ

37社 (638%)

伊藤忠商事

ゼニア・ ジャパ ン 長瀬産業

日本オットー ホスパル

ユーロ通商

6社 (1035%)

チヨダ靴店 椿本興業

東京エレク トロン 日製産業

ニチモウ 湯浅商事

6社 (1035%)

食

23社 (1000%,

キューピー

日本マクドナルド

2社 (87%)

アサ ヒビール 伊藤ハム

江崎グリコ 菊正宗酒造

サ ッポロビール サントリー

宝酒造

中京 コカコーラボ トリング

ナガサキヤ 中村屋

日本ハム 不二家

増田製粉所 モロゾフ

14社 (609%)

中部飼料 東福製粉

日本製粉

3社 (130%)

エスビー食品 明治製菓

森永製菓 森永予L業

4社 (174%)

自
動
車
・精
密
。そ
の
他
工
業

37社 (1000%)

愛知機械工業

オーバル機器工業 キャノン

黒田精工 日産自動車

日本ケーブル・ システム

日本メディカル・サプライ

ミノルタカメラ 武藤工業

リコー

10社 (270%)

いす ゞ自動車 伊藤喜工作所

大阪 トヨペット 河合楽器製作所

島野工業 信越ポ リマー

ダイハツエ業

東海ティーアールダブリュー

トピーエ業 日本化学工業

ブリヂス トン 本田技研工業

三田工業 三菱鉛筆

14社 (379%)

エヌエスケー・ワーナー

CBS・ ソニーグループ

住/vI産 業

トプコン (東京光学機械
'

5社 (135%)

愛知時計電機 金門製作所

昭和製作所

タカラスタンダー ド

東京精密 日本バルカーエ業

光村原色版印刷所

ヤマハ発動機

8社 (216%)



外■l人労働者問題の再来 129

採用実績
の有無

業 種

〔A〕

本名社員アリ

〔B〕

採用実績アリ

iCJ

実績はないが,「採用

のぎ志アリJ「実力が

あれば採用する_

〔D〕

採用実績ないが,そ の

他外 Il人の採用実績あ

るもの

％

織
維
・
紙
　
Ш社

太陽毛絲紡績 日本フェルト

ヒラボウ ワコール

4社 (250%)

鐘紡 クラボウ ダンゼ

昭和プロダクツ 人昭 rl製紙

大東 lt織  ユニチカ

7社 (487%)

大和紡績 チューエツ

富士紡績 ラバブル

4社 (250%)

サイボー

1社 (63%)

％

鉄
鋼
・
非
鉄
・
金
属
製
品
・
窯
業
・
ガ
ラ
ス
　
　
ｍ社

安治川鉄工建設 神戸製鋼所

ll■井鉄:L所

3社 (100%)

アイコー l■有沢製作所

ウッデホルム 大阪セメント

大阪チタニウム製造

京都ダイカス トエ業

高周波熱練

三協アル ミニウムエ業

三和 シャッターエ業

住友金属鉱山 タツタ電線

知多鋼業 中部鋼飯

TYK(東 京窯業)東 陶機器

東洋刃物 日本アルミニウムエ業

日本製箔 古河電気工業

モルガナイ ト・カーボン

リンナイ

21社 (700%)

東海金属 東洋防水布製造

日本フォスベル 三菱金属

4社 3%)

川口金属工業 三菱製鋼

2社 (67%)

電
力

・
ガ

ス

20社 (1000%)

アイネス NTT
大阪ガス 国際観光会館

丹青社 中国電力

7社 (350社 )

高圧ガスエ業

コマ・スタジアム

新阪急ホテル 大広

東京會館 東宝

中日本興業 日本たばこ産業

丸紅建材 リース

9社 (450%)

大和工商 リース にっかつ

2社 (100%)

西武ガス 広島ガス

2社 (100%)

不
動
産

・
運
輸

・
倉
庫

31社 (1000%)

玉井商船  リクルー ト

2社 (64%)

伊勢湾海運 大阪商船三井船舶

学習研究社 カデ リウス不動産

京成電鉄 京阪電気鉄道

三和倉庫 全 日本空輸

大 日通運 中央倉庫

日本エアシステム 東急不動産

トナ ミ運輸 南海電気鉄道

ニチモ 日本輸送機

広島電鉄 三井埠頭

18社 1%)

京王帝都電鉄 東京急行電鉄

日本イーエヌエス 日本航空

日本石油輸送  日本飛行機

6社 (194%)

乾汽船 川崎汽船

太洋海運

ナビックスライン(山 下新日本汽船)

日本テ レビ放送網

5社 (161%)

流

通

25社 (1000%)

西武百貨店 西友 そごう

東急百貨店 長崎屋

阪急百貨店 阪神百貨店

社 (280%)

イズ ミヤ 伊勢丹

イ トーヨーカ堂 近鉄百貨店

壽屋 ジャスコ ダイエー

大丸 ニチイ

日本 シイベル・ヘグナー

平和堂 丸井 ヤナセ

13社 0%)

日本 ピザハ ット パルコ

2社 (80%)

イ ズ 松I「4屋 松屋

3社 (120%)

計 471社

(1000%)
108社 (2298%) 235社 (4989%) 50社 (1062%) 78社 (1656%)

(出 所)Fコ リア就職情報』第 12号 ,1990年 3月 ,44-49ペ ージより作成。
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(出所)『 統一日報]1984年 7月 25日 より作成。
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表25-11ヽ  日本企業の外国人採用実態 〔1〕   ,1卜 |」 は会社撫 %),15●は人数(96)

表25-12ヽ 日本企業の外国人採用実態〔2〕 人数 (%)

Ⅲ 在日外国人 :定住外国人と一般外国人

(1)定住外国人と一般外国人の混同

韓
「

|■朝鮮人を植民地支配下においた 日日帝が ,

その植民政策の歴史的経緯のなかで発生させた在

「1韓国 。朝鮮人問題は,どのように認識 したらよ

いのか。

主要先進国を自認する国々のうち,そ の地に 1

世の代か ら4世の代まで居住 している 1住民Jに ,

~市
民権_ 1参政権Jを与えない国は,た いへん

珍 しい。

'日
本の常識は世界の非常識J(竹村健一)。

主要先進諸国において, 1永住権J「市民権

(参政権)Jを 外国人に付与す るさいの 1居住

〔基準:年数_は ,およそ 5年がめやすである。

在日韓国・朝鮮人の日本居住歴は,平均的にその

10倍以 卜の期間におよんでいる.

国籍付与 。認定における血統主義か生地主義か

という論点以前の問題が, この国にはある.

日本では外国人であることが罪なのである。

日本では外国人は外国人であるがために,常

に差別を受けるという動か し難い事実があるの

です。仮に日本で仕事をしていくとしたら, こ

れは大きな障害となると思うのです。

……日本人はアメリカ人と違い,外国人を仲

間として受け入れようとはしないのではないで

しょうか。日本人は外国人に対 し,た とえどん

なに長 く日本に住 もうとも,「 よそ者二である

ということなのでしょう
lD。

――高階菖子 Fパ リの放課後― 子供たちとの

海外体験― J(中央公論社,1989年 )は ,い う
D。

日本人は “自分たちとちがうもの"が きらい

なのだ。

日本は,すべての人が同 じであることを要求

する。少数派は無視されるか,リト斥されるかな

のだ。少数派が重んじられる社会にならなけれ

ば,イ固性豊かな人間は育たないし,真の国際人

も生まれないだろう。

0菖轟」男亀8
韓国・朝鮮

811(644)
中国・台湾

186(147)
その他アジア

71(56)
欧米・その他

191(152)
276社

回

②箇、lth島8
系

の

務

ω

事

２７

技 術 系

240(253)
営 業 系

218(230)
その他

212(224)
256社

合

会

社

数(0 名具喬冒ム撃辱合
大・大学院

89(152)
高専・短大・専門

35(60)
高  校

442(758)
中  学

12(21)

そ の 他

5(09)
164社

(出所)『統一日報』1984年 7月 25日 より作成。
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残念なが ら, 日本にはまだ外 F■lか ら帰った日

本人を受け入れるおおらかな地盤があるとはい

えない。これは,外国帰 りの日本人のみに限っ

たことではない。

身内の日本人同士でもこのありさまである。だ

から,在 日韓国・朝鮮人に対する偏見・差別 (→

処遇のありかた)は当然だ,な どとはいえない。

日本社会にはそれ以外にも多種の差別問題が存在

する。日本政府は,そ れらの差別問題の解消・根

絶に能動的にとりくんでいない。在 日韓国・朝鮮

人問題はいうにおよばず, 自国内のほかの差別諸

問題 も直視 したが らない。

嘔)国 籍選択権の問題。―― ナチス・ ドイツが

隣IIlオ ース トリアを併合 したのは, 日本の朝鮮

〔韓国〕併合とほぼ同じ事例とみてよい (その期

間は,オ ース トリアは 7年であったが,朝鮮は36

年におよんだ)。

前節Ⅱでもバ、れたように、日本のばあい,朝鮮

〔韓国〕人の 1日 本国籍J喪失は,条約上に明文

規定もなければ,特別立法 もなく, 片の行政通

達によってなされた。 しか し,西 ドイツでは,19
56年 5月 に制定された特別立法によって処理され

ている。

すなわち,オ ース トリア併合によって強制付与

された「 ドイツ国籍 |は ,オ ース トリア独立の前

日に消滅すると規定するとともに,一方で ドイツ

国内に居住するオース トリア人 〔在日韓国 。朝鮮

人にあたる〕は, 自己の意思によリドイツ国籍を

1呵復する権利を有する, と定められた。いわゆる

国籍選択権が認められたのである。

かつての同盟国であった日本とドイツであるが ,

この問題についての対処の しかたには 1雲 泥の

差」がある。

ドイツでは,オ ース トリア独立の時期に合わせ

て ドイツ国籍を喪失せ しめたが, 日本のばあい
,

南北朝鮮 〔大韓民国・朝鮮民主主義人民共和国:

の建国時点 〔いずれも1948年〕は無視 して, 日本

の主権回復時点 (1952年)を基準とした。

また,在独オース トリア人にはその意思によっ

て ドイツ国籍取得を保障 したが,在 日韓国 。朝鮮

人のばあい,そ の意思が問われることはまったく

なく,一方的に卜J本国籍は景」奪された。

その結果,在 日韓国 。朝鮮人が日本国籍を取得

するには,すべて一般外国人と同じ「帰化J審査

の門をくぐるしかなかった。 したがって,そ の可

否は完全に日本がわにあり,オース トリア人が決

定 (意思表示)権をもった ドイツのばあいとは,

まったく対照的である。

日本は,在 日韓国 。朝鮮人をめぐる歴史的背景

を捨象 して,安易に一般外国人と同列にあつかっ

ているのが現状である
Jつ

。

ところで,松本り|`彦
~在

日朝鮮人の日本国籍景」

奪―一 日本政府による平和条約対策研究の検討―

―JⅢ は,1950年の 1回復J想定への転換にいた

るまで, 日本は,在 日韓国・朝鮮人に対 しては 一

貫 して国籍「選択権Jを想定 していたことを明ら

かにしている。そのさい, 日本国籍を選択 しない

者の帰還, もしくは日本政府の送還権が要望され

ていた 〔1選択権Jプラス「送還権」〕。

しか し,現実の結果は,在 日韓国 。朝鮮人から

方的に日本国籍を景1奪 し,一括 して外国人とし

て管理する方式を選択 したことになった。

このように,植民地支配についての日本政府の

無反省は,在 |1韓 国 。朝鮮人政策のみならず,国

籍問題処理にも影響をしていた。

日本外務省の在 日朝鮮人認識 〔アメリカに訴え

ていた点〕は,在日韓国 。朝鮮人は「やっかいな

お荷物Jと いうものである。そこには,韓国・朝

鮮,台湾に対する植民地支配の正当化と,在 日韓

国・朝鮮人の 1在 日 1経過については政府の責任

を回避するという,お、たつの論理が存在 している。

日本政府のそうした無反省な対処が,1950年 9

月には,在 日朝鮮人の「朝鮮国籍回復プラス選択

(権 )」 との想定から,「朝鮮国籍回復 (そ して

日本国籍景」奪)Jへ と変化 したところに,現れて

いる。

ときの日本首相吉田 茂 〔大の朝鮮人嫌い 。蔑

視観のもち主〕は,当時の国会審議において,外

国籍の在日朝鮮人の存在が少数民族問題になると
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いうある議員の発言に対 して, 日本国籍の在日朝

鮮人が問題だというみかたを しめしていた。

どの道, 日本社会の対韓国 。朝鮮人観がその後

もあまりかわっていないのであれば,昭和20年代

に積みのこされた在 日朝鮮人「国籍 〔選択〕J間

題は,いぜん今 目的な検討課題である。

②  「定住外国人_概念。― ―日本国家は,在
日韓国・朝鮮人が「定住外国人_|で あるという事

実を,明確に承認 しなければならない。そのうえ

で, ~日 本人とかわりないからJではなく,歴史

的経緯と牛活の実態から,市民生活上のあらゆる

権利は,内外人平等原則によって徹底的に保障さ

れなければならない。

在日韓国・朝鮮人の定住外国人としての生活と

意識は,不可避的に日本国家と韓国 。朝鮮民族 と

にまたがる二重性をもつcだが,二重であっては

ならない, と国家が裁定を下すべき性質の問題で

はない。二重性を認めることは,究極には日本社

会にとっても,マ イナスではないはずである
19'。

(i)日 本の外国人管理のしくみ.… …日本の外

FII人管理行政の骨格をかたちづ くるのは,図 4の

ように,国籍法・出入国管理及び難民認定法・外

国人登録法というみっつの法制度である
tn。

国籍管理っ日本国籍をもっているか否かによっ

て, 日本国民と外国人が区別される。日本に代を

重ねて永住 している外国人に子供が生まれても,

その子供は日本国籍を取得できない。→血統主義

のため。これは,在 日韓国 。朝鮮人に対する法制

上の根本的差別を形成する.

外国人が日本国籍を取得 して日本国民になるこ

とを, 日本の国籍法では「帰化Jと 名づけているc

日本の帰化行政では, 同化要件 が重要なポイ

ン トとなる。その同化要件 は, ~生活上の適応

力J「他民族性の放棄 |「 日本への帰属意識Jの

みっつである。

このような同化主義的な帰化行政の対象が,き

のうきょう日本に入国 した
~外

来外国人Jではな

く, 日本社会に定着 している「定住外国人 |(そ
の大半が韓国 。朝鮮人)な のである。日本政府に

とって,彼 らは, もはや本国への自発的な帰国も

1日 本国民と外国人を区別)

/＼
日本国民   外国人

0
出入国管理 出入国管理法

1外 国人の受け入れとlJl除 )

/ ＼

受け入れ    排 除

0
外国人登録法

(在留中の外国人の監視)

(山所)吉岡増tAF・ 山本冬彦・金 英達「在日外国人と卜1本

社会二社会評論社,1984年 ,101ペ ージ.

図 4 日本 の外国人管理 システム

望めず,か といって強牛1的に帰国させることもで

きない「やっかい者 |た ちである。

日本の帰化行政は, これらの外国人をできるだ

け日本社会のなかに融けこませて しまおうとする

ものであって,そ の政策目的は定住外国人の少数

民族化の防止にある。

そのような同化主義的施策は,少数者排除の論

理であり,異端者抹殺の思想である.異なった文

化との共存否定, 1本社会の国際化に逆行する大

和民族優越意識,他国侵略の精神的基盤を培 うな

ど, これ らは病人 。老齢者のような社会的弱者に

なる運命を誰もが背おっている日本国民自身に,

いずれはねかえってくる問題である。

出入匡1管理。日本当局 (法務省入lII管理局)の

行政指針は,「反共産主義Jと
~同

質性社会の維

持Jに ある。

そのうち,後者
‐
同質性社会の維持 |は,具体

的には「外LII人 の長期在留は抑制_「 移民うけい

れは拒否J「外国人労働者の導入否定Jと いう政

策として実行されている。

「難民条約Jを批准 した日本ではあるが,本心

では難民のうけいれを拒否 したいことにかわりは

ないcそ の批准は,国際社会の批判をかわすため

のゼスチャーにすぎない。

第2巻第 1号 (1991年 3月 )

国籍管理

在留管理
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最近,「外国人労働者問題Jが ,

この国の出入国管理行政の根幹を動

揺させている事実を,われわれはみ

ている。

在留管理 〔在留活動の監視〕。外

国人登録制度は,国家管理の強権性

がむきだしになっているcそ れは,

1原票の整備 :「 l旨紋押捺J I登録

証の常時携帯義務J「刑事罰Jな ど

の機能をもち, 日本に住む外国人に

とってたいへん重圧となっている。

(1)在 日外国人の分類 とその処

遇・
‐
。……日本政府の外国人に対す

る施策は,そ の生活実態や在住の経

緯を考慮 していない,画 ‐的なもの

である。

日本国籍の有無による日本社会居住者の分類。

1,ほ ぼ一般外国人:

もと

※印の「元日本国籍者J〔■定住外国人〕には,

1952(昭 和27)年 4月 28日 サンフランシスコ講和

条約が発効 し, 日本が独立を回復 した以後に生ま

れた 1元 日本国籍者 |の 子孫 も方、くまれる。

居住歴による外国人の分類。(tl「 短期在留者 J

(90日 以内 :旅行者 〔外国人登録をしない〕),

llD)‐ 中期在留者J(5年未満 :商用,報道,留学

など 〔外国人登録をする:),(C)「 永住的在留者 J

(在 日外国人, 5年以上 :〔 これは「帰化J許可

申請の居住要件である:)。
~永

住的在留者Jは,さ らに,つ ぎのように分

類される.

IC1 1「 5年以上在留者 |

IC)2「 日本国籍者の家族 (配偶者・親 。子が日

本国籍者)J
tC)3「 1日植民地出身者およびその子孫 _

これらの外国籍者のうち,(C)3の 人びとは, も

っとも日本社会とのむすびつきが強 く, もはや日

図 5 日本社会居住者一覧

本以外の地に生活の根拠をおくことは, きわめて

困難な状況にある。

以上は,図 5「 日本社会居住者一覧Jに整理さ

れる。

(2)定住外国人の生活と権利

前出図 5の なかで, 日本社会構成員とりわけ
~元

日本国籍者 。
1日 植民地出身者およびその子

孫Jについて,考 えてみたい.".

彼 らは, 日本に生活の根拠を全面的においてい

る。彼 らは,単に日本社会居住者であるというだ

けでなく, もっと深 く日本社会にはいりこみ, 日

本人とともに生活を している。商売の相手は日本

人であるばあいが多いし,永年,政府や自治体に

税金をおさめ, 日本式の生活習慣を身につけてい

るD近年になって, 日本人との結婚 も増加 し,そ

の結果, 日本人との「混血_者 も増えつつある。

彼 らはだから,客観的にみれば日本社会の居住

者であると同時に,事実 Lの「日本社会構成員」

であるc

日本社会は,け っして日本人だけのものではな

い。外国籍の永住者, とりわけ在 日韓国 ■朝鮮人 ,

台湾人にも共有されている。たとえ外国籍であっ

ても, 日本社会の事実上の構成員としての重さを

もった彼 らの現実のありように照 らして,そ の生

活権は確実に保障されねばならない。このことは,

外 国 籍 者 系 列

l●l日 本国籍者系列

い ,F永 住的在留者 ⑦ 永住的在留者

短期在留者 中期在留者

5年以

ll在留

者

国

の

本

者

族

口

籍

家

本

者
日
籍

元

国

日植民地
出身者・
その子孫

生夫的日本国籍者

後天的日本国籍者

1   
日本国家構成員

日本社会構成員

日本社会居住者

(出所)吉岡・ほか『在日外国人と日本社会』23ペ ージ。
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かつての植民地支配の責任を考えれば,な おさら

である。

ところが日本政府は,そ うした生活実態をもつ

外国人, とくに韓国 。朝鮮人に対 して,前述のよ

うな基本的事実を無視 し,図 5中の「 (ア )非永

住的在留者 (=旅行者的外国人)Jに対するもの

と同じ処遇 しか,与えようとしてこなかったので

あるc

その処遇は,つ ぎの諸項目に要約 して表現でき

る。

(a 入管法 (出入国管理及び難民認定法)に よ

る退去強制条項の適用。

(b)外登法による外登証の常時携帯義務, 5年

に 1度の指紋押捺 (以前は 3年に 1度であっ

たが,そ の後の撤廃運動によって16歳時に 1

度のみ押捺に変更)の 強要。

(CI 公務員・教員採用などか らの除外。

ld)社会保 1寧諸制度か らの1除外。

te)公営住宅入居・公的住宅資金融資機関から

の除外。

――なお,(d)と ICIは ,さ まさまな運動の成

果 もあって,1980年 代前半 に しだいに 1除

外Jが撤廃されているcし か し,そ れは 1難

民条約Jの批准 (1982年)に ともなう措置が

多い。

外国籍者系列の永住的在留者のうち,在 日韓国

。朝鮮人,台湾人にたいしては, 日本政府の植民

地支配の責任をつ ぐない, これまで彼 らに与えた

さまざまな不利益による生活破壊を救済するため

の特別立法措置が必要である
2い

。

13, 国家の倫理,社会の感情,企業の論理

明治以来,な がいあいだをかけてこの国に定着

してきた,韓国 。朝鮮 〔人〕蔑視観 (他律史観 。

停滞史観 。 1日 鮮 lul祖 J論)は , 日本の国家 。社

会 。人間に骨が らみの精神構造となっている。 し

たがって, これを除去 し,根絶するには,意識的

な努力をもって しても,そ うとうの期間がかかる

ことを覚悟 しなければならない。

ごく最近, 日本政府の某大臣が, 日本は過去ア

ジア諸国を侵略 したわけではないなどと,平然と

第 2巻第 1号 (1991年 3月 )

いいはなった。いくらなんでもひどい発言だとい

うことで,彼 はその後,罷免させ られた 〔ほんと

うは,中 ニト 韓国からの猛反発・批判を配慮 した

処置だが……〕。日本社会には,そ ういった発言

を「正当Jと みなし,支持する勢力も多い。

明治初期の「征韓論 1に はじまり,同後期の

「日韓併合J,大東亜戦争までの韓国 。朝鮮民族

「同化政策J,敗戦後の「戦後処理問題Jに おけ

る責任放棄,現在にのこされた在 日韓国 。朝鮮人

差別状況に対する改善努力の怠避などは,今 日日

本における韓国 。朝鮮人蔑視観を形成 してきた歴

史的諸要因である。

とくに敗戦直後,当時の深刻な経済情勢に対す

る ‐般庶民の不満 。怒 りのはけ口として,「第 3

国人Jの朝鮮人・台湾人がえらばれ 〔世界大恐慌

のあと,深刻な経済状 71Lに あった ドイツで,ユダ

ヤ人がスケープ・ ゴー トとされた事実を想起せ

よ〕, このことが外国人登録法 (当初は外国人登

録令)市」定の一般的背景になっていたことは忘れ

てはならない 2●
。

韓国 。朝鮮人が「在 日J化するにいたった経過

は棚あげし, この「やっかい物Jを どうするかと

いう日本政府がわの都合
わ)は ,当時の日本社会の

感情にもかなっていたのである。また, この日本

社会の感情 〔世論〕づ くりに当時のマスコミが大

きな役割をになっていたこともみのがせないЭ

日本は,「敗戦処理Jと いう戦後責任を回避 し,

在 日することになった韓国 。朝鮮人 :台湾人:の

処遇を,囚人的 。奴隷的状態にそのままとめてお

くという暴挙を犯 したのである。

日本は在日韓国・朝鮮人たちに
~国

籍選択権二

〔当時すでに国際法上,当然視されていたもの1

を提供するどころか,そ の権利を一方的に景1奪 し,

今日まで,彼 らをあたかも勝手な聞入者のごとく

あつかってきたのである。

「人道二「人権二ということば,概念とは無縁

の生活状態にIII吟 させ られてきたというのが,在

日韓国 。朝鮮人たちのいつわらざる所感である。

1965(昭 和40)年 に調印された,韓 目条約にお

ける在日韓国人の「法的地位協定Jをめぐって ,
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当時の日本マスコミは, こういっていた。

韓国 〔朝鮮〕人 =外国人に日本人に「準 じるJ

処遇を与えるものとすれば, 日本において特権的

な地位を彼 らにイ」与することになる。そうなると,

日本国内に解決困難な少数民族問題をかかえこむ

ことになる。

だか ら, ‐定の時期以後に生れた在日韓国 〔朝

鮮〕人は,成人するまでは永住権をもつものと同

様にあつかい,そ れ以後は ―般外国人と同様にな

るか,あ るいは帰化するかの道をえらぶべきであ

る (→『朝日新聞』1965年 3月 7日 ,朝刊1社説 J

参照)。

日本の主要新聞中,進歩的 。革新的と定評のあ

る『朝 日』をもって, このていどの認識である。

歴史認識の欠落はおおいがたい。みようによって

は,「民族的排外主義Jす ら感 じとれる。

韓 日条約の調印後25年が経過 し,新 しい問題が

発生 している。 この問題 は,1965年 当時, F朝

日』が示教 した方途で生 じている。 1本 当局は,

かつての F朝 日Jの論調と軌を一にする,在日韓

国 。朝鮮人処遇を打ちだしてきたのである。

韓日法的地位協定 〔1965年 6月 22日 調日],1966

年 1月 16日 発効:は ,｀ 1人韓民国国民が日本国の

社会秩序の ドで安定 した生活を営むことができる

ようにするJ(前文)こ とを謳っているが,在 日

韓国人の「在留資格J(第 1条で協定された永住

〔協定永住権〕)に 関しては,その「直系卑属と

して日本国で出生 した大韓民国国民の日本国にお

ける居住については,大韓民国政府の要請があれ

ば, この協定の効力発生の日から25年を経過する

までは協議を行うことに司意するJ(第 2条 1),

と留保 していた。

その期限が1990年である。在日同胞のあいだで

は 191年問題 |と して,条約で認定された協定永

住権者の 3世にあたる韓国人の在留資格が,重大

な関心事となっている。「91年問題Jは,本国の

韓国においても大きな関心をよび,署名 i~●動がお

きている
2い

。

日本政府当局は,そ の後の政治情勢・環境の変

化 〔国際人権条約・難民条約の批准〕にもかかわ

らず,前述『朝日新聞』 (1965年当時の「社説 J

論調)の主張と瓜ぶ、たつの,在日韓国・朝鮮人処

遇 〔91年問題 (協定永住者 3世問題)〕 を提示 し

てきている。

そこには,敗戦後の「国籍景」奪Jと いう錯誤の

反省 もなく,ま た韓 日条約の「協定永住権Jも雲

散させようとする姿勢が しめされている
71。

韓 日条約締結時の日本政府の底意は,そ の25年

後 11990年 :ごろには,おそらく在日韓国 。朝鮮

人は日本社会に 1同化Jす るか「帰化」してしま

い,当時『朝日新聞J「社説Jな どに懸念されて

いた「i]題 は,そ のあいだに消滅 していくものと想

定 していたはずである。

しか しなが ら,そ の後の世界情勢の変化,対外

的には各国における少数民族問題・存在の正当な

評価 。認定という要因,対内的には日本 。日本人

内にも「在日韓国・朝鮮人 1問題と同質の 〔在日

「日本J人〕諸問題をかかえるようになったとい

う要因もあって,当初の日本政府のもくろみは,

大きくくずれていることも否定できない。

在日韓国 。朝鮮人社会のほうでは, 日本人との

婚姻が 7害」をこえるようになったり, 日本「国籍

法Jの改正 もあったりして,簡単に異民族「性 |

を排除,抹殺 しにくい状況も生まれている"。

一――少数民族排斥の「国家の倫理J,異民族と

の共存を拒否する「社会の感情 |は ,内外要因の

はさみうちをうける情勢のなかで,そ の存在の余

地をせばめられている。

そして, この傾向に拍車をかけるもうひとつの

要因が,「企業の論理 |である。外国人労働者問

題は,「企業の論理_にのっとって行動すれば ,

日本人であろうが外国人であろうが誰でも必要な

「者 |は雇用することになる, という普遍的原則

の発揮として生 じているものである。

そうした「企業の論理Jが ,な お十分に徹底さ

れず, 日本の会社が在 11韓 国 。朝鮮人に就業・雇

用差別をくわえるのであれば, ここにはその

'論理J以外のなにものか 〔「感情二1倫理J?!〕 が

ll」
・いていることになろう。

しか し, 1企業の論理二か らすれば,会社の目
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表26 法的地位協定上「 3世」 (在 日4世 )協議をめぐる韓日両国の主張

項   目 り1 J犬 韓 国 側 の 主 張 日 本 側 の li張

3Щ以降の在留資

格

1世 2世の協定永住とは違い,一
般永住が原則

協定により自動的に永住権を付与

する

・l易 手続きで lЩ 2Ш とFnlじ 資格
を計Flす る

再入国許可
出国の際に許 」を得る。 2年以内

(延長を含む)に帰国が必要

再入国は当然に認められるべきで

あり,適用除外に
許可は必要だが,出国期間は 4年

程度への延長を検討

退去強制l

7`千
を超
た場

年
し

１
犯，を地震

世
住

如
¨
猥

え
刑
国

超
る
は

日

り
在
な

い
は

な

に
の
象

幣
対

基
の

の
放
に

活
追
外

生
外
除

に
国
用

外
は
適

以
人

，

本
国
ず

日
韓
得

1世 2世の退去条件よりきつくな

らないようにする

指 紋 押 なつ ,外 国
人登録 言「F常時携 帯
義務

16歳 |に 1回押なつ。押なつ拒否
や不携帯には ll罰

一般の在日外国人とは違う歴史的
な背景があるので,適用除外に

いずれも人物特定に必要.指紋に
ついては代替手段を研究中

地方自治体職員へ

の採用

公権 力 ,公 の意 思 形 成へ の参 両 に
携 わ る職 種 以 外 は,採 用 して い る
が ,基準 は不 明確

国籍による差別をやめ,採用枠を

拡大する
警官や税務職員などは別にしてで

きるだけ枠を広げる

国公立小中高教諭
への採用

教諭は全国で33人 (88年 4月 現在)

このほか,常勤,非常勤講師も
国籍による差別をやめ,積極的に

採用する

教 論 は教 育課 程 の編 成 な とで 公 の

意 思形 成 に参 画 す るの で 日本 国籍
が必 要

就職差別
国籍を理由にした不採用,内定取
り消しなど壁は今も厚ヽヽ

民間の差別解消のため,行政指導
などに積極的に取り組む

差別のないよう企業への指導,啓
発に努めている

民族教育
自治体によっては,言葉や歴史,

文化などの課外活動がある

差別 や偏 見解 消 の た め ,自 治 体 に

任 せ ず ,国 が制 度 と して 位 置 付 け ,

財政 ↓揺 をす る

「 日本国民の育成J以外の教育活
動は, 自治体の判断で取 り組むこ
と

地方自治体の参政

権
認められていなt

納税などの義務を果たしている自

治体住民の確Tlと して認める

選挙権は国民固有のもので, 日本

国籍が必要

(出所)『朝日新聞』1990年 4月 22日 ,朝刊〔に加筆〕。

的に貢献できる「実力・能力_の もち主 =人 間

(労働力の所有者 :労働者)であれば,本来,国

籍・民族 。人種・出自などのちがいは, さほど障

害にならないはずである。

Ⅳ む す び

――外国人労働者問題の基本的枠組――

外国人労働者問題は,新 しく日本に流入 して く

る知1識労働者や単純労働者をいかにうけいれる

か 。うけいれないかという点に議論が集中してい

る.し か し同時に, もはや外国人 とはいえない

「外国人J労働者問題一定住外国人の就業・雇用

問題 も,検討 しなければならない。

「一般外国人J労働者問題に 1定住外国人J労

働者問題を混入させ,「在日二外国人を焦点のず

れた方向であつかう議論は,定住外国人の生活と

人権を足蹴にすることになりかねない。

最近では, 1定住_外 |=1人 の就業・雇用問題に

対する認識 もしだいに深まり,以下のような意見

が出されている。

(1)森 廣正。――外国人居住者の圧倒的部分

を占める在日韓国 。朝鮮人を除外 して, 日本にお

ける外国人労働者問題の現状を考察することは不

可能である。この問題こそ, 日本における外国人

労働者問題の現状,そ の特殊日本的形態をしめす

と同時に, 日本の国際化の「恐るべき後進性Jを

実証するものにほかならない"。

(1)東京都労働経済局。―――都同局が発行 した

『外国人労働問題マニュアルーーー外国人労働者問

題を考える一―』 (昭和63年)は ,い う・ 。

外国人労働者の受入れをめぐる論議のなかで

とか く忘れられがちなのは,定住外国人,すな

わち,そ の多 くが永住資格をもっている在日韓

国・朝鮮人の就労問題であるcかれらは日本人

となん ら変 らない就労の権利をもっているため,

昨今論議の対象とされている外国人労働者問題

とは別個とみなされてきた。 しかし,そ のかれ

らに依然として就職差別が跡を断っていないと

いう意味では, ここにもう一―つの外国人労働者

問題があるといわなければならない。すでに在

日韓国 。朝鮮人の多 くは 2世, 3世 , 4世 であ

り, 日本で育ち教育を受け, もちろん「]本語に

もなんら問題のない人々である。かれらへの平

等な雇用の機会の提供は,雇用主として心掛け

なければならないし,政府 もそのための啓蒙活
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第 1期 (第 1波 )

戦前一戦中―戦後の在日韓国・朝鮮人

第 2期 (第 2波 )

昨今流入の外国人労働者問題

関連の深い組併

体 lJの 価 値 観

〔1〕 労働市場 。経済問題 囚人 的・ 奴隷 的差別 ――― ― → 実 体 的 諸 差 別 「企業の論理J

〔2〕 法 制 ・ 人 権 問 題 対 植 民 地 的 差 別 ― ― ――→ 非人道的・反人権的丼別
― 「国家の倫理J

〔3,社会・文化・教育問題 差別の当然視・妥当視 ――― ― → 差 別 の 温 存 ・ 黙 認 社会の感情J

`■

)― ―――→ は、在日韓酢 到鮮人に対する「差:J 内容の変選を表す.

図 6 日本における外国人労働者問題の時空マ トリックス

動に取 り組む必要がある。           ま, この日本に定住 しつづけるのは,世界的にも

(五)駒井 洋代表 F日 本における外国人労働者  まれな現象である
3“

。

の実態』 (平成元年)。 ―― このまま日本の社会   在 日同胞の「91年問題 Jで,在 日韓国人が要求

構造がかわ らないかぎり,い まの外国人労働者  する諸点は,つ ぎのとおりである。

は,在 日韓国 。朝鮮人のあとをなぞるだけになろ  (i)子 々孫々まで自動的に永住権を付与するこ

ぅ
3,。                            と。

(ヽ)『 日本経済新聞Jの解説。――法務省の調   (1)退 去強制条項の廃止。

査によれば,国内企業の外国人留学生の採用が大   (■)再入国許可制度か らの適用除外。

i冨 にのびている。企業の発展のために, もっと積   (卜 )l旨紋押捺制度の廃止,外国人登録証常時携

l・7t的姿勢を打ちだしてよいのではないか。そのさ   帯義務の廃止。

い,多 くの在日韓国 。朝鮮人の就職 。採用にも配   (v)地 方参政権の付与。

慮 しなければならない (1990年 1月 28日 ).    (宙 )民族教育の年1度的保障。

一―外国人労働者問題には,主なみっつの視点   (vi)公務員・教員の国籍条項など就職での差別

がある
3"。                      解 7肖 。

〔1: 労働市場をめぐる経済問題 としての視点。  ― 以上,在 日韓国 。朝鮮人の歴史性・定住性

〔2〕 法制 。人権問題としての視点こ      を考慮 し,時代の折移を考察すれば,あ まりに当

〔3〕 社会 。文化 。教育問題としての視点。   然な要求ばかりである。この地に「共存Jす る者

筆者の議論でいえば, 11:は 「企業の論理二,  として, 1人 間なみJに あつかってくれ, といっ

〔2〕 は「国家の倫I甲 J,〔 3〕 は「社会の感情Jに  ているにすぎない。ある意味では,昭和20年代前

それぞれ対応する諸視点である。外 lII人労働者問  期に日本政府が責任回避をした諸問題の出発点が

題を考察するにあたっては,そ うした 3視点に,  再設定された, ともいえよう。

在日外国人は定住外国人と 般外国人とからなる   前出の特別立法措置案「在 日||1植民地出身者に

という分類 も重ねあわせ る必要がある。図 6参  関する戦後補償および人権保障法J(草案)か ら,

照.                      2条 を引用 しておく。

欧米諸国における外国人労働者問題の歴史と現   第12条「雇用および労働J:雇用および労働に

状を観察すればわかるように,外国人労働者の人    関 して,つ ぎのような措置をとる。

権擁護の出発点は,な によりも人種差別の撤廃に    1 雇用の促進 。拡大のための職業紹介,職

ある
3,。                       業訓練に関する特別措置および人口比率等

日本は「人種差別撤廃条約 |を批准 していない。    に応 じた雇用率の設定,違反に関する規制

いずれにせよ,在 日韓国・朝鮮人が外国人のま    措置。
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2 国および地方自治体ならびに公的機関ヘ   ーー最近の日本における,いわば「第 2期 (波 )」

のPU戸 開放,雇用に関する積極措置。    「外国人労働者問題」の到来を迎え,考える枠組

3.雇用,就労上の民族差別を監視,救済す  として,以 卜の概念整理が有効な前提であること

るための機 F■lの設置。           はたしかである。

第 14条「経済活動J:経済活動に関 して,各種

事業活動および財産権にかんする法令の国籍

要件は, これを適用 しない。

―一日本社会党 。都民会議は,1990年 3月 の東

京都議会に「外国人人権条例 Jを提案する予定で

ある。この条例案は,東京都内に居住するさまざ

まな外国人に対 して, 自治体が法的身分の差異で

差別するのでなく,基本的人権の立場か ら平等に

接することを求めている。

同条例第 1次草案は,「国連人権憲章, 日本国

憲法,諸法令などに定められたものを,外国人に

もできるだけひろく適用すべきだ |と しており,

居住 。職業・労働・教育 。婚姻などの差別を例に

あげている。

――外国人労働者問題に関 して, 日本人研究者

のうち代表的論者の 1人である手塚和彰は,最近

作 F労働力移動の時代――「 ヒト」の開国の条件

――J(中 央公論社,1990年)で,「 日本におけ

る外国人労働者受入れの問題点Jを考えるさい
,

前提とすべき 6点を指摘 している“'。

(1)外国人労働者は国内に定着する傾向がある。

(1)第 2出代が出生 し,そ こで育ち教育をうけ

ることになる。

(五)第 2L代以下は,故国の言語 。文化・慣習

よりも, うけいれ国がわのそれを,よ り以上

に身につけることになる。

(i)第 2世代以下を,国籍 。人種 。宗教・習俗

などの差があってもうけいれ,統合 していく

ことができるかどうかは, うけいれ国がわの

伝統 。政策 。国民の意識が決定的である。

(v)外国人労働者は,外部労働市場としての外

国人労働者の市場を成立させる。

(宙) ‐般的な不熟練労働においてのみ外国人労

働者 うけいれ策をとったばあい,従来なされ

てきた外国人統合政策や「内なるFTa国 二への

努力と相反する結果となろう。

しか し,過去の日本にあった「第 1期 (波 )」

「外国人労働者問題Jが,そ うした 6点の前提を,

すでにすべて与えていたことにお、れず,ま たこの

国がそうした問題の解決に積 l・
I的 に対処 してこな

かった事実にもバ、れずに,そ のような 1外国人労

働者問題二の前提論点を指摘するのは,い ささか

ならずうかつである。

また,外国人労働者「鎖国J論をぶちあげる論

者,西尾幹二 (代表作,『戦略的「鎖国 1論』講

談社,1988年および『「労働鎖国Jのすすめ』光

文社,1989年)の論調は, この国の一部の人びと

の奥底にひめられている「他民族排外精神Jを ,

はしなくも吐露 している。

手塚 。西尾 ともに, 日本における外国人労働者

問題, これと定住外国人 〔労働者〕問題を,学究

として論 じられるていどの研究蓄積をもちあわせ

ていない。

一―対照的な著作が,宮島 喬『外国人迎え入

れの論 IE■』 (tlB石 書店,1989年)である
30。

いま注日をあびている東南アジアか らの労働者

問題のカゲにか くれ,ややもすれば忘れ られがち

な問題に在日韓国・朝鮮人問題がある。この問題

は,H「今の外国人労働者問題か ら切りはなされる

か,ま ったく等閑に付されるのが通例だった。は

たして問題はべつだろうか。

外国人労働者問題への対応は,同時に,既定住

外国人の就労の改善 とリンクする方向ではかられ

なければならない。

この国は,在 日韓区卜 朝鮮人に文化的にどのよ

うに対応 してきたか。

かくいう私 〔宮島〕も,幼児のころから,周 囲

の大人たちのことばや物腰をとお して,早 くも

|チ ョーセンジン」ということばのひびきの軽蔑

的なニュアンスに反応する態度を身につけていた

ように記憶 している。まことに不幸な,深刻な反

省をせまられる事態である。



外国人労働者問題の再来

日常的な社会生活でのうけいれとなると,一般

の「草の根Jの差別意識にぶつかる。日本がひら

かれた社会となるには,歴史的な重い課題にも答

えねばならない。「内なる国際化Jヽ まヽだ し,の

認識と反省を欠いた外国人労働者論議の一面性が ,

いまあらためて問われている。

一―要するに,昨今の外国人労働者問題は,過

去にあった問題とまったく同じかたちで「再来 J

したのである。もちろん,時代もちがい,状況 も

異なるが,本質面では驚 くほど似かよっている。

再度,図 6を みたい。

現在の「第 2期 (波)J外国人労働者問題に関

する議論は,過去から現在までつづいている「第

1期 (波)J外国人労働者問題の 「
体験Jに , こ

の国がなにも「学習Jしてこなかった「経過 Jを ,

正直に反映 している。

在 日韓国 。朝鮮人のあつかいが,外 L‐ 人労働者

問題の出発点であり,試金石になる。在 日韓国 。

朝鮮人の問題の解決を,ま ず第 1に考えるべきで

ある。外国人労働者問題とは,要するに在日の二

重映しなのである。

在日の問題が現状のままであるかぎり,外国人

が大量にはいってきたら,在日韓国・朝鮮人と同

じような状況が, もっとすごいスケールで拡大再

生産されていくことになるのは, 日にみえている。

在日の人たちは,ま さしく外国人労働者そのも

のから生れたのである。 しかも,ながいあいだこ

の国で暮 らしてきた定住者たちなのである
J)。

― 前節 〔Ⅲ在 日外国人 :定住外国人と一般外

国人〕,本節 〔Ⅳむすび〕の論述に関する主な文

献を,つ ぎに列挙 しておく。

0吉岡増雄編著『在日朝鮮人と社会保障』社会評論社,

1978年。

O吉岡増雄編著『在日朝鮮人の生活と人権』社会評論

社,1980年 。

0吉岡増雄編著 F在 日朝鮮人と住民権運動』社会評論

社,1981年 。

0吉岡増雄 。ほか 2名『在日外国人の在住権入門』社

会評論社,1987年 。

0金 英達『日本の指紋制度』社会評論社,1987年 。

0金 英達『在日朝鮮人の帰化』明石書店,1990年 。

――なお「外国人労働者問題文献目録 |につい

ては,法政大学『大原社会問題研究所雑誌』第368

号 。第373号 ,1989年 7月 。12月 所収の「同名稿

(lX2)|が 便利である。

圧

1)林えいだい「消された朝鮮人強制連行の記録』明

石書店,1989年 ,731ペ ージ, 5ペ ージ,627-661
ページより。

2)若槻泰雄『韓国 。朝鮮と日本人』原書房,1989年 ,

319ペ ージ。

3)磯村英 一 ほか 2名編『講座差別と人権 第 4巻

民族』雄山閣,昭和60年,14-26ページ。

4)在 日韓国 。朝鮮人形成史に関連して,「 どんなに

強制連行の概念をひろく解釈 しても,〔真に強制連

行の名に値する在日朝鮮人は〕10%を大きくこえる

ことはまずあるまいJ(若 槻『韓国 。朝鮮 と日本

人』130ペ ージ)と いう解釈を下すのは,歴史の実

態の把握にうとい,かつ社会科学的素養を疑われる

浅薄な理解である。計算のしかたも問題だが,「強

制Jと いうことばの意味を,いかに考えるか, これ

が問題であるc

5)磯村 。ほか編,前掲書,44ページ,41ページ。

6)司書,54-55ペ ージ。

7)姜 在彦・金 東勲『在日韓国・朝鮮人一―歴史と

展望  J労働経済社,1989年 ,162 163ペ ージ
,

164-165ページc

8)趙 博「F左翼』ナショナリズムと在日朝鮮人 一―

『在日Jの総括のための ‐視点――」F思想』第786

号,1989年 12月 ,132ペ ージ。

9)吉岡増雄・山本冬彦 。金 英達『在日外国人の在

住権入門J社会評論社,1987年 ,143-149ペ ージ。

10)以上の統計資料は, 日本全国単位の集計結果であ

る。県単位の就業実態調査報告としては,つ ぎの文

献がある。

神奈川県内在住外国人実態調査委員会・金原左門

ほか5名「日本のなかの韓国・朝鮮人,中国人』明

石書店,1986年。

木村隆之「韓国・朝鮮人就業実態調査報告J F自

治研島根』第236号 ,1988年 8月 。

徐 龍達編著『韓国 。朝鮮人の現状と将来』社

会評論社,1987年 。

11)姜・金,前掲書,135ペ ージ。

12)F統一日報』1990年 2月 20日 「日本企業根強い就

職差別――関西地域同胞大学生アンケートをのぞく

―― J。
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13)「 コリア就職情報』第12号,1990年 3月 ,109-
113ペ ージ。

14)岡 義昭・水野精之編『外国人が公務員になっ

たっていいじゃないかという本J径書房,1989年 ,

189-190ページ。

15)『朝日新聞』1990年 5月 4日 ,朝刊「論壇 J。『朝

日新聞』1990年 3月 20日 ,朝刊「日本たたきの深層

・アメリカ人の日本観 35 G

16)高階菖子『パリの放課後――子供たちとの海外体

験― 』中央公論社,1989年 ,315ペ ージ,316ペ ー

'ジ c

17)宮崎繁樹編 F現代国際人権の課題』三省堂,1988

年,198 199ペ ージ,201ペ ージ。

18)松本邦彦 1在 日朝鮮人の日本 Ij籍景1奪  日本政

府による平和条約対策研究の検討一―」,東北大学

F法学』第52巻第 4号,1988年 10月 ,144ペ ージ,1
45ページ,137ペ ージ,138ペ ージ,143ペ ージ。

19)梶村秀樹「定住外国人としての在日朝鮮人」『思

想』第734号 ,1985年 8月 ,30-31ペ ージ.

20)吉岡増雄・山本冬彦・金 英達 F在 日外国人と日

本社会』社会評論社,1984年 ,101-104ペ ージ。

21)同書,16-23ページ。

22)同書,23 25ページ.

23)民族差別と闘う連絡協議会編 F在 日韓国・朝鮮人

の補償 。人権法 ―在日旧植民地出身者に関する戦

後補償および人権保障法制定をめざして一― J(新

幹社,1989年 )は ,そ の特別立法措置 〔草案〕を建

議 している。

24)大沼保昭『単一民族社会の神話を超えて一―在口

韓国・朝鮮人と出入国管I里体制――』東信堂,1986

年,40ページ.

25)松本,前掲稿,145ペ ージ。

26)金 敬得編 F在 日同胞の現状と将来』財団法人重

山育英会附設亜細亜政策研究院,1989年参照.

27)「 91年 問題J→ 在日韓国人 3世 :4世 :の法的

地位問題_に関する韓日両国間の協議は,本文134

ページにある表26の ように整理できる。

その後,韓 日外相定期協議がもたれ 〔1990年 4月

30日 , ソウル1,当該問題にいちおうの合意がなさ

れた。その要旨は,つ ぎのとおりである。

――在日韓国人の法的地位協定第 2条 の対象者

(3世以下の子孫)に 関しては,以下の方向で法的

地位・待遇問題の解決をはかる。

(al 簡素化した手続きで覇束的 (裁量の余地な

く)に永住を認める.

lb)再 入匡1許 可については,出国期間を最大限 5

年とする。

第2巻第1号 (1991年 3月 )

(C)退去強制事由は内乱,外患の罪,国交・外交

上の利益にかかわる罪と, これに準ずる重大犯罪に

限定する。

ld)指紋押lTは , 3世以下はおこなわない。この

ため指紋押捺に代わる適切な手段を早期に講ずる。

(e' 外国人登録証の常時携帯制度は3世以下子孫

の立場に配慮した適切な解決策をみいだす。

(f)教育問題,地方公務員・教師の採用問題,地
方自治体選挙権問題は今後とも協議をつづける。

――なお,以上で法的地位協定上「 3LIと称さ

れる
~世

代Jは ,生物学的には在日「 4世Jを さす

ので注意 したい。

上記「合意 1事項は,あ たりまえのことがらを後

手に追認しているにすきない。日本政府当局の,間
題回避的姿勢,論点のさきおくり的態度は,従来と

同じである。

28)1985(昭 和60)年 1月 1日 より施行.両親の 方

が日本国籍のばあい,その子は日本国籍を選択,取

得できる.

29)森 廣正 F現代資本主義と外国人労働者J大月書

店,1986年 ,203-204ペ ージ。

30)『外国人労働問題マニュアルーー外国人労働者問

題を考える 一 J東京都労働経済局,昭和63年,26
ページじ

31)駒井 洋代表「日本における外国人労働者の実

態』筑波大学社会科学系,平成元年,112ペ ージc

32)『 1外国人労働者問題Jの概観J社団法人国際産

業・労lllJ研 究センター,平成元年, 3ページ。

33)駒井 洋
~外

国人労働者必然論第22回 J Fエ コノ

ミストJ1990年 2月 20日 ,80ページ。

34)「朝日新聞』1990年 1月 19日 ,朝刊
~論

壇二.

35)手塚和彰 F労働力移動の時代――
~ヒ

ト:の開国

の条件― J中央公論社,1990年 ,159-172ベ ージ3

36)宮 島 喬「外国人迎え入れの論理J明石書店 ,

1989年 ,99ペ ージ,49ペ ージ,49-50ベ ージ,34ペ ー

ジ,105ペ ージ,29ページ,10ベージ,67ベージ.

87)|イ ンタビュー鎖国 。開国論争にビリオ ドを打

つ 1 究極の理論・外国人労働者「必然論Jと は何

か 〔駒井 洋〕J,別冊宝鳥106号 F日 本が多民族

国家になる日J」 ICC出版局,1990年 2月 ,265-
270ページ.

-1990年 3月 28日 ―

-1990年 5月 511補筆―

(藁 相‖量サ[器 :)


